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社会福祉法人善光会 

令和２年度事業計画書 

 

 

第 一 章  法人全体事業計画 

 

 

1. 法人事業の理念 

(1) オペレーションの模範となる 

(2) 業界の行く末を担う先導者になる 

 

 

2. ビジョン 

(1) 諦めない介護 

(2) 先端技術と科学的方法を用いたオペレーション 

(3) 革新的チャレンジによる安定経営基盤 

(4) 創造性とチームワーク 

 

 

3. 今年度の経営方針 

 

◇“介護品質向上とオペレーションの効率化活動の展開”  

 

◇“事業継続計画の実施によるお客様への快適環境の継続的な提供” 

 

 

今年度は、スマート介護士関連の人材育成プログラムとスマート介護プラットフォーム

（以下「SCOP」）を一層拡充させるとともに、介護福祉業界に対して介護品質向上とオ

ペレーション効率化への意識啓発を行います。それにより、スマート介護士及び SCOP 事

業が国の介護保険事業を支える経営基盤の一つとなるための足掛かりをつくります。 

また、事業継続計画の実行により、いかなる状況下においてもお客様の安全安心を確保

し、中核である福祉施設運営事業の維持を図ります。 

品質向上においては、独自構築したサービス品質評価フレームワークを普及させ、介護

アウトカム（介護サービスの成果）を継続測定することで、定量的なデータに基づいた実

利あるサービスを効率的に提供することを目指します。 

サービス提供(オペレーション)効率の向上においては、SCOP および関連するアプリケ

ーションを介護福祉業界に普及させ、業界としての経営効率の向上や職員の負担軽減を目

指します。また、引き続き国内最先端の福祉施設として、介護ロボット機器の活用による

効率化に不可欠な「連続的かつ柔軟なオペレーション創造」にかかるノウハウを、広く福

祉業界の発展のために提供していきます。 

さらに、国内における災害の発生や感染症の拡大等によって、施設で生活するお客様の

安全が脅かされることなく、お客様が「感動のある豊かな『人間らしく生きる人生』」を

送れるために、非常時対応マニュアルに基づいた対応と継続的なサポートを行ってまいり

ます。 

 

 

(1) ガバナンス体制 

① 予実管理において各費目とその内訳と、施設や部門とのリンケージを確立させ、

責任所在を明確化することで経営意識の醸成を図ります。 
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② 収益管理において事業別に収益予実差異を細分化し、継続的に差異発生原因を

把握できる実績管理体制を構築します。 

 

 

 

(2) 経営戦略 

① 同一もしくは、近隣地域にて複数種類の事業を展開している強みを活かし、事

業間シナジーを通じてお客様の状態やその変化に応じた包括的サービス提供体

制を強化します。具体的には居宅介護支援事業を強化することで、事業間連携

を加速させます。そして、より長くご自宅での生活を続けることができるよう、

専門的見地から生活支援・介護サービスを提供してまいります。 

② サンタフェ総合研究所にて、スマート介護士関連の人材育成プログラムの拡充

と、スマート介護プラットフォームの開発を一層進め、介護ロボット機器を用

いた高品質、かつ効率的な介護オペレーションをより発展させます。 

③ 経営基盤強化を目的にサービス品質管理プラットフォームの開発やオペレーシ

ョン効率向上に必要な能力定義等を行います。 

 

(3) マーケティング戦略 

① 個々のお客様の嗜好やバックグラウンドに着目し、お客様の自己実現欲求を触

発すべく、従来から進めてきた「夢プラン」の充実を推進します。 

② お客様の嗜好に合わせた多様な経験の場を提供するために、積極的に地域資源

を活用したサービス設計を図ります。 

③ 地域福祉を担うべき存在である社会福祉法人としての役割に鑑み、施設内外に

おいて文化芸術活動の充実を図ります。 

④ 事業展開地域のコミュニティ機能を維持・向上すべく、より親しみやすい空間

づくりに取り組みます。 

 

(4) 財務戦略 

① 水道光熱費、消耗品、食材や飲料、各種業務委託契約に対する抜本的な見直し

を行い、更なるコストカットを図ります。 

② 設備や車両等においてもリース転換を含めた、資産の流動化を検討し、運営コ

ストの圧縮を図ります。 

 

(5) オペレーション戦略 

① 多くの最新機器を試験導入することで培ってきた経験を活かし、最新テクノロ

ジーを活用した業務効率の高いオペレーションモデル構築を推進します。 

② 間接業務や間接部門における業務効率向上のため、全てのバックオフィス部門

において、AI 導入等を通じた自動化検討やクラウドソーシング等のアウトソ

ーシング化を進めます。 

③ 各種業務工程にスマート介護プラットフォームに関連した独自開発のアプリケ

ーション等を導入することで効率化を進めます。 

④ 事業毎に異なる環境とその変化に柔軟に対応するべく、施設の特性を活かした

サービス提供体制を開発・再構築します。 

 

(6) 人事戦略 

① 明確な評価基準を基にしたキャリアパスを引き続き活用し、職員の自発的な能

力開発を促す職場作りに取り組みます。 

② 職員が自発的に学習し、成長できる能力開発システムを構築し導入します。具
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体的には、各分野の専門家を講師として招致した研修プログラムを実施します。

また、チーム制の勉強会プログラムを継続し、互いに高めあえる組織として更

なる研鑽に励みます。 

③ 価値観が多様化する中、また福祉人材の受給状況が悪化する中、多様な職員が

活躍できる職場の創出を目的に、シニア世代や外国人従業員が働きやすい環境

整備を進めます。 

④ 採用環境が悪化する中、従来の採用広告出稿や人材紹介等の施策にとどまらず、

経営資源を集中的に投下し、積極的に新たな独自施策を企画立案、実施します。 

 

(7) リスクマネジメント対策 

① 経済の不確実性が高まる環境下で安定的にサービス提供できるよう、物価上昇

や品薄に耐えうる各種備品・消耗品の調達ルートの整備に努めます。 

② 災害発生や感染症の拡大等、いかなる状況においても安定的にサービスを提供

できるよう、各種対策訓練を継続的に実施するとともに、基準期間二倍の運転

資金の確保と飲食料備蓄や災害・感染症対策用品の管理徹底に努めます。 

③ 感染症やケガを含む介護事故の事例を個別的/統計的に分析、施策立案、実施、

評価 の PDCA サイクルを回すことで予防能力を強化します。 

④ 災害や感染症拡大等の緊急事態発生時には速やかに対策本部を設置し、お客様

の安心安全確保を第一とした初動対応、早期事業復旧に努めます。 

 

(8) R&D 戦略 

① 最先端介護施設としての使命を果たすべく、業務効率化を目的として、特別養

護老人ホーム バタフライ ヒル細田と特別養護老人ホーム フロース東糀谷の

指定ユニットにおいて集中的に先進的な介護ロボット等を導入する「ハイブリ

ッド特養プロジェクト」について、対象フロアを拡大します。 

② 「ハイブリッド特養プロジェクト」にて優れた効果が認められた介護ロボット

について、他の事業所も含め、導入範囲を拡大します。 

③ 先端テクノロジーを駆使して高効率な介護サービスを提供するための施設オペ

レーションにかかる技術を形式知化した、介護資格「スマート介護士」と関連

研修プログラムの拡充と普及を進めます。 

 

(9) コミュニケーション戦略 

① 事業展開地域の方々を招致するイベントやボランティア等の機会を全拠点で創

出することで、地域連携を強化します。 

② 事業展開地域外での地域貢献活動を強化することで、業界へ社会福祉法人にお

ける CSR 活動の浸透に努めます。 
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第 二 章 特別養護老人ホーム フロース東糀谷 

 

Ⅰ．特別養護老人ホーム フロース東糀谷 

（指定介護老人福祉施設） 

 

1. 運営方針 

原則要介護 3 以上と認定されたお客様に対して、一人ひとりのニーズに応じた施設サ

ービス計画書（ケアプラン）を立案し、それを基にサービスを提供します。また、個室

及び当該個室に近接して設けられている各共同生活室（以下「ユニット」という）にお

いて、お客様が相互に社会的関係を築きながらお客様一人ひとりが有する能力に応じて

可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、個別ケアを中心としたサービス

を提供します。 

科学的根拠に基づいたサービスを提供し、お客様の生活の安定及び生活の充実ならび

にご家族様の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目指します。地域やご家族様との

結びつきを重視しながら、関係する区市町村や介護保険サービス提供者等と密接な連携

を図り、総合的なサービスを提供します。 

 

2. フロース東糀谷としての取り組み 

(1)諦めない介護の実践 

人間らしく生きる人生を送っていただくため、ご本人様、ご家族様、職員が一丸とな

りあきらめない介護を実践し、その人らしい人生プランを実現できるサービス提供を目

指します。 

お客様個々の価値観に基づき、生きがいのある人生を送っていただく支援を強化しま

す。一人ひとりの「できること」に着目し、当たり前にその人らしく生きることができ

る日常を提供します。 

 

① 自立支援に向けたケアの提供 

サービス品質向上委員会を中心に、自立支援に向けた善光会独自のアウトカムスケ

ールを活用し、定量的に評価できる仕組みで分析を行い、お客様の自立支援向上に

役立てます。アウトカムスケールにおいて、お客様の自立度 30%改善を目指します。 

 

② 生活の満足度の向上 

レクリエーション委員会を中心に、一人ひとりの価値を尊重し、生きがいを感じる

ことができる環境を提供します。 

積極的な社会参加やボランティアの活用、外出支援を通し、当たり前に人との交流

ができる場を提供します。また、一人ひとりに合った趣味活動や生活を楽しむコン

テンツを提供し、生きる意欲、生きる楽しみを持った生活を送ることで、一人ひと

りの生活の満足度を向上します。 

 

③  夢プランの実施 

ＱＯＬ向上委員会を中心に、施設生活の中でも当たり前にその方らしい人生を送

れるように、一人ひとりの夢を盛り込んだケアプランを作成し、日々個々の夢の

実現に向けたケアサービスを提供します。夢プランの実施率 100%を目指し、ご本

人様がやりたいと思えることを当たり前にできる環境を作り、夢の実現に向け総

合的にサポートいたします。 

 

 

④ 認知症ケアの確立 
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お客様健康向上委員会を中心に、認知症予防、認知症進行防止に有効な活動の提供

を行います。認知症予防はもちろんのこと、認知症になってもその人らしく生きる

ため、認知症ケアのプロフェッショナルの人材育成に努めます。 

 

⑤ 最期を迎えたいと思える場所とサービス 

介護施設が、最期の人生を迎える場所として当たり前に選んでいただける場所とな

るように、入所時よりご本人様、ご家族様のご希望に沿ったケアサービスの提供に

努めます。また、ご本人様が満足して人生の最期を迎えられるように、一人ひとり

の看取りプランを立案し看取りケアを実施します。24 時間サポート体制のもと、多

職種が協働し、個々が望む最期のときを形にします。 

  

⑥ ご家族様との信頼関係の確立 

あきらめない介護の実践には、ご家族様の協力が必要になります。 

ご本人様、ご家族様の想いを形にするため、ご本人様及びご家族様との更なる信頼

関係の構築を図り、共にそれぞれの人生プランの実現に努めます。 

 

 

(2)  安定した財務基盤の確立 

質の高いサービスを継続して提供し続ける為に、主たる収入である介護保険事業収

入の安定的な確保の為に年間目標入居稼働率 96.5%を達成します。また、お客様の入

院を抑える事で医療費などの社会保障費抑制に繋げます。 

 

① ベッド空床期間を年間 0.5%未満に抑えます 

生活相談員を中心に予実管理を行い、地域で待機されているお客様の為に、無駄な空

床期間を無くし効率的なベッドコントロールを行います。 

 

② 入院による空床期間を 2％未満に抑えます 

介護職員、専門職員多職種協働で、アセスメント力を強化し、ICT を用いたケアによ

り、適切なケアの実施、病気の早期発見に努め、疾病や事故による入院を防ぎます。 

また、健康向上に着目し、人間らしく生きるための支援を様々な手段を用い実践し、

疾病予防の身体作りに努めます。 

事故防止委員会を中心に、事故防止に向けた取り組みを強化します。ひやりはっと報

告を促し、職員の気づく力、見る力を強化します。事故発生時は、介護職員、専門職

とカンファレンスを実施し、再発防止に取り組みます。 

褥瘡予防委員会、機能訓練員を中心に、個々のＡＤＬの把握から、適切な起居動作支

援、臥床時、座位時の適切なポジショニングを統一し、お客様にとって安全、安楽は

もちろんですが、その人らしく自立した生活を送ることができるように、機能維持、

向上するためのケア方法を導き出します。 

   感染症予防委員会を中心に、感染症対策の徹底を行います。介護従事者としての感染 

症対策への意識を強化し、お客様が安心、安全に暮らせる環境、ケアの提供に努めま 

す。 

 

③ 誤嚥性肺炎ゼロを目指します 

食べることの楽しみをいつまでも感じていただくため、また身体の維持、向上のため

には、口腔機能の維持が重要になります。口腔機能、摂食嚥下機能に着目し、専門的

なアドバイスを取り入れながら、個々の状態に適したケアを実施し、口腔機能、摂食

嚥下機能の維持・向上に努め、誤嚥性肺炎ゼロを目指します。 
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④ 重度要介護者、医療依存度の高いお客様への対応を強化します 

外部機関も利用し、看護職員、介護職員の専門性の知識、技術の向上に努め、幅広い

特性の方へも対応できる体制を整えます。痰吸引資格者を増員するため、資格取得支

援を強化します。 

 

(3) 最先端技術の更なる促進 

将来の介護施設像の構築を進める「ハイブリッド特別養護老人ホームプロジェク

ト」において、試験的に導入した最先端技術について結果を集約していくことで、介

護職員の負担軽減、オペレーションの効率化を図る為に現場レベルでの実用化の更な

る拡充を今年度は目指します。 

 

① 最先端技術の導入により、職員の業務負担軽減率 25%削減を目指します。 

 

② 柔軟性と創造性を併せ持つ介護士育成の為、スマート介護士の育成を行います。ま

た、スマート介護士資格取得支援を継続し、資格保有率の 60%を目指します。 

 

③ 効果的に導入する事でオペレーションを柔軟に見直し、お客様へのサービス品質向

上に努めます。 

 

(4)  日本一働きがいのある施設像の構築 

職員の主体的な施設運営参加を促し、あるべき施設像を追求してまいります。各種

委員会においては、主体的に提案された事象がオペレーションとして機能するようボ

トムアップを図ります。個々の職員の自己実現に向けて、目標設定や評価の中で成長

を実感できる体制を構築します。 

 

① キャリアパス 

善光会人事基幹制度により、職員の能力、成果、意欲を正しく評価し、異動、配置、

昇格、昇給、賞与及び教育訓練に積極的に活用を図ることによって、職員各人の能力

及び資質と士気の向上に努め、人事上の処遇に適正に反映させます。 

職員１人ひとりを自立した“プロフェッショナル”として扱い、プロが集って、知

恵を出し合い、お客様やご家族、地域の皆様から喜ばれるということが称賛され、１

人ひとりのやりがいにつながることを目指します。 

全職員、1 年間の目標設定をし、個々の課題に対して必要な学習の機会を提供します。

また、目標の実現に向けてフォローアップ体制をつくり、個々の成長を支援します。 

 

② 全員運営の実施 

ユニットリーダーを中心に、ユニットケアの充実に努めて参ります。毎月ユニッ 

トミーティングを行い、居室担当との共有相談の場を設けます。 

また、1 人ひとりが主体的に取り組めるように各種委員会に全職員が参加をします。

各委員会で議論し、気づきや提案を改善へのアクションに移せるように取り組んでい

きます。目標を可視化し、具体性のある活動になるよう努め、主体性の醸成に取り組

んでいきます。 

 

③ 職場環境向上 

 ワークライフバランスに配慮した職場環境を確保するために、休暇取得の促進、生

活環境に合わせた多様な働き方を準備すること、限られた勤務体系でも正社員として

勤務できるようにします。 

(5)  地域との連携 
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① 毎月 1回、定例で地域清掃活動を実施します。 

② 地域行事（盆踊り、神社祭礼、防災訓練）に積極的に参加します。 

③ 地域住民の方々にも参加いただける施設行事を開催します。 

④ 大田区の福祉避難所として災害時に施設を開放します。 

 

(6) 災害対策について 

事業継続計画（BCP）を立案し、お客様・ご家族様・職員の安全を確保しながら法人

の事業を適切に継続・運営致します。大規模災害が発生した際、人命の安全を第一に考

え、社会的な供給責任を果たせるように致します。 

また、地域の一員として、地域住民や自治体との協調に努めます。 
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Ⅱ．ショートステイ フロース東糀谷 

（短期入所生活介護） 

 

1. 運営方針 

介護保険施設として、お客様とご家族様にとって安心で安全な施設運営を行って参り

ます。ご利用されるお客様に、ご自宅を離れたご自身の時間をその人らしく楽しんでい

ただけるサービス提供に努めます。 

また、現在の社会の課題である認知症高齢者への支援に着手し、認知症予防、認知症

進行防止のケアに取り組んで参ります。お客様一人ひとりが有する能力に応じ、自立し

た日常生活を営むことが出来るよう、お客様の心身機能の維持、向上ならびに、ご家族

様の身体的、精神的負担の軽減を目指します。 

在宅生活に対しては、介護ドックとしての役割を担い、施設を利用することによって

お客様の在宅生活にアプローチし、総合的な生活の質の上昇を目指します。人間らしく

生きることへの意欲が持てるような環境づくりを心がけ、お客様の個性を大切にします。 

事業の実施にあたっては、あきらめない介護を実践し、地域やご家族様との結びつき

を重視しながら、関係する区市町村や介護保険サービス提供者等と密接な連携を図り、

総合的なサービスの提供に努めます。 

 

2. フロース東糀谷としての取り組み 

(１) あきらめない介護の実践 

人間らしく生きる人生を送っていただくため、ご本人様、ご家族様、職員が一丸となり

あきらめない介護を実践し、その人らしい人生プランを実現できるサービス提供を目指

します。 

 また、在宅生活を継続できるようにできることを日常に取り入れて、その人らしい生活

が当たり前に行えるようにケアサービスを提供します。 

 

①「できること」に着目したケアの実践 

詳細なアセスメントにより、一人ひとりの「できること」を導き実践します。 

   当たり前に、その人らしく生きることができる日常を提供します。 

   また、そのためにご本人様及びご家族様、他事業所との更なる信頼関係の構築を図

り、共にそれぞれの人生プランの実現に努めます。 

 

 ②お客様満足度の向上 

ご自宅を離れたひと時を、その人らしく楽しめるサービスを提供します。 

積極的な社会参加やボランティアの活用、外出支援を通し、当たり前に人との交流

ができる場を提供します。 

また、一人ひとりに合った趣味活動や生活を楽しむコンテンツを提供し、生きる意

欲、生きる楽しさを当たり前に感じていただける時間を過ごしていただきます。 

 

(2) 継続した在宅生活が実現できるサービスの創出（介護ドック） 

施設サービスを利用することによって科学的根拠に基づいたレコメンドレポートを提

供し、在宅生活を継続して営んで頂けるよう、お客様・ご家族様の積極的な支援を行

います。 

要介護状態の予防、ADL の維持向上、自立支援の手助けとなり、膨らむ社会保障費の抑

制に繋がる活動となるように致します。 

 

① 睡眠状態の可視化、排尿予知デバイス等の ICT 機器を活用し、お客様の記録情報及

び生体情報を基に在宅での生活介入・助言ができるレコメンドレポートの提供を行
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います。 

② レコメンドレポートにおいては、継続した在宅生活ができるよう、お客様の状態把

握に努め、定量的に評価を行い、お客様の自立支援・介護者であるご家族様の負担

軽減となるよう、具体的なアドバイスができるレポートを作成致します。 

③ デイサービスとも連携を図り、在宅での生活に則した精密度の高いレポートになる

よう努めます。 

④ 担当ケアマネ−ジャーの方とも情報を共有し、地域包括ケアシステムの構築を実現し

ます。 

 

(3) 個々に応じた宿泊プランとおもてなし 

介護保険施設だからこそ実現できる個々の状態に見合った宿泊プランを立案し、ホテ

ルのようなおもてなしを心掛け、利用されるお客様それぞれが満足いただけるサービ

ス提供に努めます。 

 

① アセスメントシートを作成し、個別ケアの充実につとめます。   

② 担当者会議に参加し、お客様の居宅生活環境に可能な限り近づいたケアサービスを

提供します。 

③ 食事、外出など体験型のイベントを実施し、自宅では味わえない余暇時間を過して

いただきます。 

④ 自宅を離れ、ご自身の時間をその人らしく過ごしていただけるように、ホテルのよ

うなおもてなし精神のもと、介護サービスを提供します。 

 

(4) 認知症予防、認知症進行防止のケアサービス 

  認知症予防はもちろんのこと、認知症になっても住み慣れた地域でその人らしく生活

できるように、認知症ケアの取り組みを強化します。 

 

① 高齢者ケアメゾット「ユマニチュード」を取り入れたケアを行います。個々に合っ

た手法を導きだし、個々を尊重したケアを行うことで、認知症ケア問題の解決も図

ります。 

② 認知症予防、認知症進行防止に有効な活動の提供を行います。調理、音楽等、個々

のお客様に合わせた活動の提供を行い、一人ひとりに有効なケアを導きだします。 

③ お客様の認知症ケアを対応するにあたり、認知症ケアのプロフェッショナルの人材

育成に努めます。積極的な研修参加や資格取得を行います。 

 

(5) 最先端技術の導入 

将来の介護施設像の構築を進める「ハイブリッド特別養護老人ホームプロジェクト」

において、試験的に導入した最先端技術について結果を集約していくことで、介護職員

の負担軽減、オペレーションの効率化を図る為に現場レベルでの実用化を目指します。 

 

① 柔軟性と創造性を併せ持つ介護士育成の為、スマート介護士の育成を行います。 

② 効果的に導入する事でオペレーションを柔軟に見直し、お客様へのサービス品質向

上に努めます。 

 

(6) 安定した財務基盤の確立 

質の高いサービスを継続して提供し続ける為に、主たる収入である介護保険事業収入

の安定的な確保の為に高稼働率に徹します。 

① より多くのお客様にご利用頂くために、入所施設と連携を図り空床利用も積極的に

活用し、ベッドコントロールを行います。 
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② 重度要介護者、医療依存度の高いお客様も安心してご利用いただけるように、外部

機関も利用し、看護職員、介護職員の専門性の知識、技術の向上に努め、幅広い特

性の方へも対応できる体制を整えます。 

 

(7)  日本一働きがいのある施設像の構築 

職員の主体的な施設運営参加を促し、あるべき施設像を追求してまいります。各種

委員会においては、主体的に提案された事象がオペレーションとして機能するようボ

トムアップを図ります。個々の職員の自己実現に向けて、目標設定や評価の中で成長

を実感できる体制を構築します。 

 

 ①キャリアパス 

善光会人事基幹制度により、職員の能力、成果、意欲を正しく評価し、異動、配置、

昇格、昇給、賞与及び教育訓練に積極的に活用を図ることによって、職員各人の能力

及び資質と士気の向上に努め、人事上の処遇に適正に反映させます。 

職員１人ひとりを自立した“プロフェッショナル”として扱い、プロが集って、知

恵を出し合い、お客様やご家族、地域の皆様から喜ばれるということが称賛され、１

人ひとりのやりがいにつながることを目指します。 

全職員、1 年間の目標設定をし、個々の課題に対して必要な学習の機会を提供します。

また、目標の実現に向けてフォローアップ体制をつくり、個々の成長を支援します 

 

② 全員運営の実施 

1人ひとりが主体的に取り組めるように、全職員で運営をしていきます。 

サービスミーティングとフロアミーティングを設け、全職員で議論し、質の高いサー

ビスを追求して参ります。また、個々の役割を明確にして目標を可視化し、実践して

いくことで主体性の醸成に取り組んでいきます。 

 

③ 職場環境向上 

 ワークライフバランスに配慮した職場環境を確保するために、休暇取得の促進、生

活環境に合わせた多様な働き方を準備すること、限られた勤務体系でも正社員として

勤務できるようにします。 

 

(8) ご家族様と居宅支援事業所との連携 

①ご利用いただいた期間については、サービスの状況や生活状態を担当ケアマネージ

ャーとも共有し、連携してまいります。 

②ご利用期間中に変化があった事象は、都度共有しご家族様が安心していただけるよ

うに、ご家族様の意向を伺いながら支援します。 

 

(9)  地域との連携 

① 毎月 1回、定例で地域清掃活動を実施します。 

② 地域行事（盆踊り、神社祭礼、防災訓練）に積極的に参加します。 

③ 地域住民の方々にも参加いただける施設行事を開催します。 

④ 大田区の福祉避難所として災害時に施設を開放します。 

 

(10) 災害対策について 

事業継続計画（BCP）を立案し、お客様・ご家族様・職員の安全を確保しながら法人

の事業を適切に継続・運営致します。大規模災害が発生した際、人命の安全を第一に考

え、社会的な供給責任を果たせるように致します。 

また、地域の一員として、地域住民や自治体との協調に努めます。 
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Ⅲ．老人デイサービスセンター フロース東糀谷 

（地域密着型通所介護） 

 

1. 運営方針 

お客様の要介護状態等を把握し、心身の特徴を踏まえて、重度化の予防を目的としま

す。 

可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ

るよう、心身機能の維持回復につとめ、日常生活上の支援及び機能訓練等の継続した個

別ケアを行ってまいります。また日々の日中活動においても、選択を行っていただき個

別性を重視し、多様化したニーズに応えてまいります。 

事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

2. フロース東糀谷としての取り組み 

(1) 継続した在宅生活が実現できるサービスの創出（介護ドック） 

施設サービスを利用することによって科学的根拠に基づいたレコメンドレポートを提

供し、在宅生活を継続して営んで頂けるよう、お客様・ご家族様の積極的な支援を行い

ます。 

要介護状態の予防、ADL の維持向上、自立支援の手助けとなり、膨らむ社会保障費の抑

制に繋がる活動になるように致します。 

 

① 睡眠状態の可視化、排尿予知デバイス等の ICT 機器を活用し、お客様の記録情報及

び生体情報を基に在宅での生活介入・助言ができるレコメンドレポートの提供を行

います。 

② レコメンドレポートにおいては、継続した在宅生活ができるよう、お客様の状態把

握に努め、定量的に評価を行い、お客様の自立支援・介護者であるご家族様の負担

軽減となるよう、具体的なアドバイスができるレポートを作成致します。 

③ デイサービスとも連携を図り、在宅での生活に則した精密度の高いレポートになる

よう努めます。 

④ 担当ケアマネ−ジャーの方とも情報を共有し、地域包括ケアシステムの構築を実現し

ます。 

 

(2) 能力に応じた自立した活動の取り組み 

① ガーデニング活動を取り入れ、育てた植物が成長していく過程を観ていただくこと

で、達成感を感じていただき自立心を高めていきます。また、菜園活動を通して適

度な運動、五感の刺激に努め、心身機能の向上に取り組みます。 

② 物作り、食など体験型の活動を通して、心身機能の維持・向上に取り組みます。 

③ 外出レクレーションを実施することでお客様の地域社会への参加を促し、また、地

域資源の活用をします。 

 

(3) 選択制の充実 

アクティビティの充実を図り、選択性を取り入れることでお客様の多様化したニーズ

に応えることを目指します。下記複数のレクリエーションの中から、お客様に選択して

いただきながら活動を支援します。また、その内容は五感を刺激するように工夫し、達

成感や競争心を感じることでやりがいを感じられるようにします。楽しみながらも心身

の活性化に繋がるよう支援します。 

毎月行う定例ミーティングの他、レクイベントミーティングを開催しトライ＆エラー

を繰り返し、お客様の満足度を高められるように努めます。 
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① 運動 

在宅での生活継続の為に日常生活に必要な生活動作（整容・排泄・入浴・買い物

ど）をテーマに棒体操・セラバンドを使った身体機能へのアプローチを図る体操、 

認知症予防を目的とした指体操、口腔機能体操を行います。 

② 創作 

    壁画作り、季節に合わせた小物やフラワーアレンジメントの製作を行います。 

③ 調理 

季節を感じられる昼食やおやつ作りを行います。 

④その他 

カラオケ、映画鑑賞、テーブルゲーム等を行います。 

 

(4) 在宅生活を支えるサービスの創出 

  地域に住まう高齢者の方が安心して暮らすことが出来る地域作りの一翼を行います。 

 

【生活の支援】 

①地域密着型通所介護をご利用のひとり暮らしや、高齢者世帯で食事作りや買い物が困

難であり、定期的な食事提供が必要なお客様へ、在宅介護サービス事業所として比較

的安価で栄養バランスの取れた管理栄養士監修の安心・安全なお弁当を提供いたしま

す。 

②生活課題を個別機能訓練指導員が中心となりアセスメントを行い、在宅生活を継続し

て行えるよう個別機能訓練プログラムを立案・実施いたします。 

 

 【居宅支援事業所との連携】 

 居宅支援事業所へ毎月の活動報告を行うとともに、必要なサービスの提案を行います。 

  

【地域・行政との連携】 

 運営推進会議を通じて、活動報告を行うとともに地域に住まう高齢者の方が安心して暮

らす事ができる街づくりを目指します。 

 

（5）地域共生社会への取り組み 

支え手側と受け手側に分かれるのではなく、あらゆる地域住民が役割を持ち、支え合

う地域コミュニティをフロースデイサービスが中心となり形成していきます。当事業を

地域社会資源として捉え、地域ニーズに応えていく為に多種多様な受け入れを行い、開

かれた事業所としていきます。 

 昨年に引き続き地域の連絡会に積極的に参加し、ニーズとシーズを分析することで地

域に不足している社会資源を把握し、開発を行うことに努めます。 

 

【学生への取り組み】 

① 夏季冬季の学校が休みの間のボランティア体験の実施 

社会福祉協議会のボランティアと連携し、福祉ボランティアの活性化に努めます。 

② 職場体験事業の積極的な受入 

  職場体験を通じて、福祉の仕事の理解が深まるよう、体験プログラムの充実化を図り

ます。 

  

【地域住民への取り組み】 

① デイフロアのサロン化 

面会者や地域住民が、デイ営業時間内でもデイに訪れることが出来る休憩所として
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機能。よろず相談の受付けも行い、地域の福祉案内所としての活動も行います。 

② 花壇・畑を地域へ 

地域の校区自治体や多世代交流を行っている事業所等へ法人が管理している花壇・

畑を貸し出し、地域活動の場として活用して頂き、多様な方の受け入れを行います。

デイサービスのお客様との交流機会確保に繋げて参ります。 

③ 地域で活躍したい人へ 

  ボランティアセンターや地区民生委員などを通じて、地域貢献活動を希望される方 

の受入を行います。 

 

【自治会・町会への取り組み】 

デイサービスのお客様=地域住民である為、地域行事へ積極的に参加する。サポート

があれば参加ができる事や、お客様のニーズに合わせ地域に溶け込む形で社会参加を促

す。 

また、デイサービスのお客様や買い物が難しくなった方への手助け、IADL の向上とな

るような企画を行います。デイ単位での活動ではなく、自治会の方にもボランティア等

を通じて足を運んで頂く事で、地域コミュニティの活性化を目指します。 

 

(6)効率的な運営 

「ハイブリッド特別養護老人ホームプロジェクト」において、試験的に導入した最先端

技術について集約した結果をデイサービスでも展開し、介護職員の負担軽減、オペレーシ

ョンの効率化を図ります。また、コミュニケーションロボットの積極的な活用を行い、サ

ービス品質の向上を目指します。 

メーカー実証等も積極的に受け入れ福祉業界の改革の手助けとなるよう努めていきます。 
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Ⅳ．デイサービスセンター フロース東糀谷 

（認知症対応型通所介護） 

 

1. 運営方針 

  お客様の要介護状態等を把握し、心身の特徴を踏まえ、認知症ケアを中心とした日常

生活上の世話及び機能訓練等の援助、介護を行ってまいります。認知症ケアを通し、五

感を刺激しながら、身体的、精神的な自立を促し心と体の安らぎを提供します。また、

コミュニュティの場としての役割を理解し、その有する能力に応じ自立した日常生活を

営むことができるよう支援します。 

事業の実施にあたっては、区市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの密接な連

携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

2. フロース東糀谷としての取り組み 

(1) 継続した在宅生活が実現できるサービスの創出（介護ドック） 

施設サービスを利用することによって科学的根拠に基づいたレコメンドレポートを提

供し、在宅生活を継続して営んで頂けるよう、お客様・ご家族様の積極的な支援を行

います。 

要介護状態の予防、ADL の維持向上、自立支援の手助けとなり、膨らむ社会保障費の

抑制に繋がる活動になるように致します。 

 

① 睡眠状態の可視化、排尿予知デバイス等の ICT 機器を活用し、お客様の記録情報及

び生体情報を基に在宅での生活介入・助言ができるレコメンドレポートの提供を行

います。 

② レコメンドレポートにおいては、継続した在宅生活ができるよう、お客様の状態把

握に努め、定量的に評価を行い、お客様の自立支援・介護者であるご家族様の負担

軽減となるよう、具体的なアドバイスができるレポートを作成致します。 

③ デイサービスとも連携を図り、在宅での生活に則した精密度の高いレポートになる

よう努めます。 

④ 担当ケアマネ−ジャーの方とも情報を共有し、地域包括ケアシステムの構築を実現し

ます。 

 

(2) 認知症ケアの取り組み 

人間らしく生きる人生を諦めないという考え方のもと、認知症の根治、認知症による

周辺症状の緩和を目指し、認知症ケアの確立を目指します。余暇活動にも五感を刺激す

る活動を積極的に取り入れ、提供します。 

また、認知症ケアのスペシャリストとしてサービス提供できるよう、認知症実践者研

修等を初めとした研修に参加し、資質向上に努めていきます。 

  評価スケールを用いた評価を毎月実施し、結果に基づいた認知症ケアを個別で提供し、

年間を通して認知症高齢者日常生活自立度の改善を目指します。 

 

① 菜園活動を取り入れ、認知症に特化した活動を行っていきます。五感を刺激し、脳

の活性化やリラックス効果、精神的な自立心を向上させていきます。 

② 体験型のアトラクトを実施し、身体機能の維持、向上を目指すとともに、認知症へ

のアプローチを実施していきます。 

③ 外出レクレーションを実施することでお客様の地域社会への参加を促し、社会の一

員として自覚の醸成を目指します。また、地域資源を積極的に活用します。 

④ 日中プログラムに生活リハビリを取り入れる事で、在宅生活をより安全に長く継続

させる事を目指します。 
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⑤保育所との交流会を定期的に実施し、お客様の精神的な安定を増やし認知症に効果

的なプログラムを提供します。 

 

(3) 選択制の充実 

アクティビティの充実を図り、選択性を取り入れることでお客様の多様化したニーズ

に応えることを目指します。 

毎月行う定例ミーティングの他、レクイベントミーティングを開催しトライ＆エラー

を繰り返してゆくことで、お客様の満足度を高められるように努めます。 

 

①運動  

善光会オリジナルリハビリテーション体操、ラジオ体操、棒体操、セラバンドを 

使った体操等を行います。 

②創作  

壁画作り、季節に合わせた小物の製作を行います。 

③調理 

在宅生活が継続できる訓練プログラムとなるよう、お客様と一緒に買い物へ行き、 

調理を行います。 

また、近隣の小売店まで外出する事で地域交流やお客様の自立心の向上を目指すと

同時に、地域住民の認知症高齢者の理解を深める活動となるよう努めます。 

④個別プログラム 

個人に合った作業ができるよう工夫を行い（洗濯物干し・洗濯たたみ・食器拭き

等）、日常生活動作訓練を取り入れ在宅生活での支援を行います。 

 

(4) 在宅生活を支えるサービスの創出 

地域に住まう高齢者の方が安心して暮らすことが出来る地域作りの一翼を行います。 

 

【生活の支援】 

①地域密着型通所介護をご利用のひとり暮らしや、高齢者世帯で食事作りや買い物が困難

であり、定期的な食事提供が必要なお客様へ、在宅介護サービス事業所として比較的安

価で栄養バランスの取れた管理栄養士監修の安心・安全なお弁当を提供いたします。 

②生活課題を個別機能訓練指導員が中心となりアセスメントを行い、在宅生活を継続して

行えるよう個別機能訓練プログラムを立案・実施いたします。 

 

 【居宅支援事業所との連携】 

 居宅支援事業所へ毎月の活動報告を行うとともに、必要なサービスの提案を行います。 

 

 【地域・行政との連携】 

 運営推進会議を通じて、活動報告を行うとともに地域に住まう高齢者の方が安心して暮

らす事ができる街づくりを目指します。 

 

(5) お客様・家族への支援 

  認知症対応型通所介護事業所とご家族様との緊密な関係を築き、協働でお客様の認知

症介護を行います。居宅訪問やアセスメントツールを活用し、生活機能維持を図ります。

また、ご家族様の負担軽減・孤独感を解消できるよう努めてまいります。 

 必要に応じて、送迎時の介助支援を行いお客様・ご家族様の負担軽減に努めると共に、

柔軟な受入態勢を確保します。 
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(6）地域共生社会への取り組み 

支え手側と受け手側に分かれるのではなく、あらゆる住民が役割を持ち、支え合う地

域コミュニティをフロースデイサービスが中心となり育成していきます。当事業を地域

社会資源として捉え、地域ニーズに応えていく為に多種多様な受け入れを行い、開かれ

た事業所としていきます。 

 昨年に引き続き地域の連絡会に積極的に参加し、ニーズとシーズを分析することで地

域に不足している社会資源を把握し、開発を行うことに努めます。 

 

【学生への取り組み】 

① 冬季夏季の学校が休みの間のボランティア体験の実施 

社会福祉協議会のボランティアと連携して、福祉ボランティアの活性化に努めます。 

② 職場体験事業の積極的な受入 

  職場体験を通じて、福祉の仕事の理解が深まるよう、体験プログラムの充実化を図り

ます。 

 

【地域住民への取り組み】 

① デイフロアのサロン化 

面会者や地域住民が、デイ営業時間内でもデイに訪れることが出来る休憩所として

機能。よろず相談の受付けも行い、地域の福祉案内所としての活動も行う。 

② 花壇・畑を地域へ 

地域の校区自治体、多世代交流を行っている事業所等へ法人が管理している花壇・

畑を貸し出し、地域活動の場として活用して頂き、多様な方の受け入れを行います。

デイサービスのお客様との交流機会確保に繋げて参ります。 

③ 地域で活躍したい人へ 

  ボランティアセンターや地区民生委員などを通じて、地域貢献活動を希望される方 

の受入を行います。 

 

【自治会・町会への取り組み】 

  デイサービスのお客様=地域住民である為、地域行事へ積極的に参加する。サポートが

あれば参加ができる事や、お客様のニーズに合わせ地域に溶け込む形で社会参加を促す。 

また、デイサービスのお客様や買い物が難しくなった方への手助け、IADL の向上とな

るような企画を行います。デイ単位での活動では無く、自治会の方にもボランティア等

を通じて足を運んで頂く事で、地域コミュニティの活性化を目指します。 

 

(7) 効率的な運営 

  「ハイブリッド特別養護老人ホームプロジェクト」において、試験的に導入した最先

端技術について集約した結果をデイサービスでも展開し、介護職員の負担軽減、オペレ

ーションの効率化を図ります。コミュニケーションロボットの積極的な活用を行い、サ

ービス品質の向上を目指します。 

  また、メーカー実証等も積極的に受け入れ福祉業界の改革の手助けとなるよう努めて

いきます。 
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第 三 章  介護老人保健施設 アクア東糀谷 

 

Ⅰ．介護老人保健施設 アクア東糀谷 

（介護老人保健施設） 

 

1.運営方針 

（1）指定介護老人保健施設サービスの提供にあたっては、お客様の意思及び人格を尊重

した自立を支援し、家庭への復帰を目指します。医師による医学的管理の下、看護・

介護といったケアはもとより、作業療法士や理学療法士等によるリハビリテーション、

また、栄養管理・食事・入浴などの日常サービスまで総合的な支援を行います。 

 

（2）常にお客様主体の質の高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設とし

て、介護予防を含めた教育・啓発活動など幅広い活動を通じ、在宅ケア支援の拠点と

なる事を目指して、お客様・ご家族の皆様が、快適に自分らしい日常生活を送れるよ

う支援を行います。 

 

2.アクア東糀谷としての取り組み 

(1)生きがい（やりがい）につながる生活リハビリの構築 

 お客様が人間らしく生きる人生を諦めないために、理学療法士等によるリハビリテーシ

ョンだけではなく、日常生活の中でもリハビリを取り入れお客様のやる気を引き出して

いきます。その上で、在宅への復帰を目指します。 

 

①生活の中で働く（リハビリ）ことでやりがいがもてる仕組み作り 

  ・施設内で働く（リハビリ）場所を提供し、働いたことで施設内において使用できる

対価を受け取り、その対価を使用できる仕組みを企画・立案し、プロジェクトとし

て実施していきます。 

  ・上記のプロジェクトを実施するにあたり、お客様の「できる能力」からどのような

仕事が必要であるかをリハビリ職員が検討していきます。 

  ・お客様が自ら働く意欲がもてるように仕事の内容を検討していきます。 

   

 ②在宅復帰に向けたアプローチ 

  ・在宅復帰にあたっては、職員がご自宅の環境を把握することがとても大切です。在

宅復帰を目指されているお客様へは入所の前後に、職員がご自宅の環境を確認させ

ていただきます。退所の前後には、今後もご自宅で安全で安心した生活が送れるよ

うに動作の確認やご家族様へ動作指導もさせていただきます。 

  ・施設と在宅では生活環境が異なるということを前提に、お客様の生活における課題  

を洗い出し、課題に対して改善できるよう各専門職が協力しながら支援していきま

す。 

 

（2）理学療法士等によるリハビリテーションの充実 

  ・理学療法士等による医療的なリハビリテーションだけではなく、日常の生活行為に

おける生活リハビリの強化を図ります。 

  ・余暇活動においても、リハビリテーションの要素を組み込み、在宅復帰後に必要な

能力が身に付くような内容を検討し、リハビリ職員が中心となり各専門職が協力し

て実施していきます。 

  ・在宅復帰に向けて、作業療法士等のリハビリ職員による近隣スーパーへの買い物リ

ハビリテーション、食事やおやつを作るといった調理リハビリテーションなどを実

施していきます。 
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（3）稼働率向上に向けて 

  ・入所単独で 100 床を基準に、稼働率 95,0%を目指します。 

  ・申し込み数を増やすため、支援相談員以外の職員も入所の申込案内や見学対応が行

えるように、情報の共有を図ります。 

   ・新規顧客獲得に向けて、大田区内の事業所や病院をはじめ、港区や品川区といった

近隣の区にある事業所や病院に営業を行います。 

    ・申し込みから入所までのサイクルの見直しを行い、問合せを受けてから 1週間以内

にお客様に返答ができる仕組みを構築していきます。 

  ・アクア東糀谷を区内外に広く認知してもらうために、時間指定で談話室やリハビリ

スペースを開放し、自由にご利用していただきます。 

  ・お客様の健康管理に関して、各専門職が連携を図り早期異変の発見、早期対処によ

り入院による退所者を最小限に留めます。 

  ・入院を抑制するために、入院の原因となっている誤嚥性肺炎、尿路感染症、脱水症

について、社内職員研修の充実、積極的な外部研修への参加を行います。 
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Ⅱ．介護老人保健施設 アクア東糀谷 

（短期入所療養介護） 

 

1.運営方針 

 

（1）短期入所療養介護サービスは、お客様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送る

ことができるよう、自宅にこもりきりのお客様の孤立感の解消や心身機能の維持回復

だけでなく、ご家族様の介護の負担軽減などを目的として実施します。  

  常に療養が必要な方の短期間の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支

援や、機能訓練などを提供します。また、関係区市町村、居宅介護支援事業者及び他

の居宅サービス事業者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

（2）常にお客様主体の質の高い介護サービスの提供を心がけ、地域に開かれた施設とし

て介護予防を含めた教育・啓発活動など幅広い活動を通じ、在宅ケア支援の拠点とな

る事を目指して、お客様・ご家族の皆様が快適に自分らしい日常生活を送れるよう支

援を行います。 

 

 

2.アクア東糀谷としての取り組み 

 

（1）お客様のできる能力の向上を目指す 

  ・お客様の「できる能力・できない能力」を、理学療法士等が FIMを参考にした独自

の評価表を用いて評価します。また、ご自宅での生活状況を把握するため、フェイ

スシートを作成していきます。 

  ・2週間以上のご利用を毎月行ってもらうように促し、理学療法士等が評価し、課題

とした能力の向上に特化したリハビリテーションを毎日実施していきます。 

  ・初日と最終日に能力測定を行い、どの程度変化したかをご家族様へ報告していきま

す。   

   

（2）在宅でのリハビリ方法の提案 

  ・在宅での生活に戻った後も継続して「できる能力」が維持できるように、在宅用の

リハビリプログラム（在宅版）を作成し、退所時にご家族様へ提案していきます。 

  ・担当のケアマネージャーにもリハビリプログラム（在宅版）の共有を図り、在宅で

のサービスに活かせるように対応していきます。 

  ・サービス担当者会議に理学療法士等も参加し、在宅サービスの職員と連携を図りま

す。 
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Ⅲ．介護老人保健施設 アクア東糀谷 

（通所リハビリテーション） 

 

 

1.運営方針 

お客様の居宅サービス計画に基づき、必要なリハビリテーションや認知症ケア及び日

常生活の支援を行い、お客様の心身機能の維持・回復を図ります。常にリハビリテーシ

ョンを念頭に置いた支援を行い、お客様が可能な限りご自宅においても自立した日常生

活を営むことができるよう、在宅ケアの支援に努めます。 

ご家族様と情報共有を図ることはもちろん、居宅介護支援事業者、その他保健医療福

祉サービス提供者及び関係市区町村と密接な連携を図り、お客様が地域において総合的

なサービスを受けることができるよう努めます。また、介護教室等の開催を通して、当

施設の知識や技術を地域社会へ還元できるよう努めます。 

 

 

2.通所リハビリテーションアクア東糀谷としての取り組み 

 

(1)お客様の身体機能が向上し、できる能力の向上を目指す 

住み慣れた在宅での生活が継続できるように、お客様の身体能力・生活環境に合わせ

たリハビリプログラムを提供し、ご自身でできる動作が一つでも増えることを目指し

ます。 

  ・お客様の身体能力や生活環境について、リハビリ職員が定期的に確認します。 

  ・お客様のサービス担当者会議にリハビリ職員や介護職員が参加し、他のサービス提

供事業者と利用中の状況を共有し、統一した支援方法を提供します。 

  ・在宅介護での課題がある際は、課題に対しての対応策などをお客様・ご家族様に提

案し、解決できるように支援します。 

   

（2）独自のリハビリテーション（アクアフィット）メソッドの確立 

  ・お客様の身体機能の評価を、FIM を参考にした評価表を用いて評価を行います。ま

た、歩行バランスを評価する AYUMiEYE を活用して歩行状態を定期的に測定・評価

し、リハビリ内容を検討していきます。測定結果は、お客様に報告書として報告し

ます。 

  ・理学療法士等による医療的なリハビリテーションだけではなく、日常の生活行為に

おける生活リハビリの強化を図ります。時間をかけてでも、ご自分でできることは

行っていただきます。 

  ・利用時のリハビリ状況を月に 1 回ご家族様に報告し、理学療法士等のリハビリ職員

がお客様自身とご家族様の要望の把握に努めます。 

  ・リハビリ職員が在宅でも実施できるリハビリプログラムを作成し、ご家族様へ提案

します。 
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第 四 章 障害者支援施設 アミークス東糀谷 

 

Ⅰ．障害者支援施設 アミークス東糀谷 

（施設入所支援・生活介護） 

 

1.運営 

お客様のニーズを把握し、施設個別支援計画に基づき、お客様の立場にたった支援を展

開して行きます。お客様が自分らしい生活を諦めてしまうのではなく、希望される生活が

送れるよう、お客様の意思及び人権を尊重し、ご家族様や職員、地域との結びつきを重視

した支援を行ない、サービスの質の向上に努めます。 

また、やりがいの感じられる日中活動の実施や、医療機関との連携を強化して行きます。

より良いサービスの提供に向け、先端技術の導入と定期的な自主点検や評価を実施し、職

員の意識改革、意識向上に努め、諦めない介護を実践します。 

 

〇サービス内容 

（1）最先端技術の導入 

 ◇介護ロボット導入による業務効率化を目指し、お客様への直接支援の質の強化、職員 

負担の軽減に努めます。 

・SCOP（ipad アプリによる記録システム）導入による支援記録入力を効率化すること  

で、直接処遇時間の増加を図り、支援の質を強化します。 

・D-Free（排泄予測機器）の導入によりお客様個々の排泄リズムを把握し、生活の質の 

向上を目指します。 

・インカム（連絡ツール）を導入し、支援員同士の連携を強化することで作業効率を上

げてお客様の生活をスムーズにサポートします。 

・移乗用のリフトを導入し、機械による移乗環境を確立することで、安全に配慮すると 

ともに、お客様と職員の負担の軽減に努めます。 

 

（2）生活の充実 

◇お客様一人ひとりの障害を把握し、個別ケアを提供します。 

・お客様、ご家族様と面談を行ない、個々の実現したいこと、したかったこと等のニー  

ズの把握に努め、その達成を目標に設定し、その実現に尽力します。 

・お客様個々の疾病、年齢を考慮しながらも、目標を達成するための個別支援計画、1 

日のスケジュールを作成し、自立支援や生活の質の向上を前提に支援を実施します。 

・季節毎の行事に合わせてイベントを行ない、お客様の生活の充実を目指します。 

  イベント開催に際しては、お客様に役割をもって頂き、職員と一緒に活動して頂く 

機会を作ります。 

 ・イベント開催はご家族様にご案内し、お客様とご家族との交流する機会を提供します。 

・ユニット費を用い、お客様の個別性に合わせたサービスをユニットごとに提供します。 

   

（3）食事の充実 

 ◇お客様にとって楽しみのある食事であるために「美味しく、楽しく、健康に、食べる 

事は生きること。」を実践し、お客様の満足度の向上と食欲の増進を図ります。 

・調理アトラクトを毎月行ない、普段にはない食事、おやつを提供します。 

 ・ユニット内で炊飯を行い、炊き立てのご飯を提供します。 

・お客様がご自身で食事を選べるよう、バイキングや選択食の機会を提供します。 

・お客様に対して嗜好調査を行ない、調査結果に基づいたメニューを提供します。 

 

（4）権利擁護の徹底 
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◇権利擁護委員会において、継続的な虐待防止、身体拘束廃止、苦情解決に努めます。 

・権利擁護委員会は、隔月 1回開催します。 

・虐待防止については、全職員対象で虐待セルフチェックシートを年 2回実施し、職員 

の意識向上に努めます。 

 ・身体拘束が必要となった場合は、法で定めた手順に従い、身体拘束の必要性を十分に 

検討した上で適切な対応を行ない、身体拘束解除についての検討を行ないます。 

・委員会において、虐待・身体拘束に関する研修を実施し、虐待防止、身体拘束に対す 

る職員の知識向上に努めます。 

・苦情解決については、お客様やご家族様に感じたことを意見しやすいよう、定期的な 

話し合いの機会を提供し、安心して生活できるように努めます。 

 

（6）健康管理 

◇感染症に対する対策の基本である、1.感染源の排除 2.感染経路の遮断 3.宿主(人間) 

の抵抗の向上、これらを念頭におき感染症対策を講じます。 

・日々の健康管理においては、お客様の日々の体温・血圧測定や体調の確認等を徹底 

します。 

・感染症予防委員会は、隔月 1回開催し、感染症の流行情収集と予防対策に努めます。 

 ・委員会において、感染症予防に関する研修を実施し、職員個々の知識の補強に努め 

ます。 

 

（7）社会性の確保 

◇お客様個々に外出機会を提供し、地域との結びつきを重視した支援を行ない、生活の 

質の向上に努めます。 

 ・外食、買い物、鑑賞等、お客様個々が希望した外出を行ない、社会とつながる機会を 

提供します。 

・地域のボランティアの受け入れ、地域行事の防災訓練、盆踊り、祭事などへの参加し、 

積極的に地域との連携に努めます。 

 

 

2.組織管理 

お客様に質の高いサービスを提供するために、職員個々が自身の感じたことを提案できるよう職

場環境を整備し、職種を越えたコミュニケーションの活発化が図れる雰囲気の良い職場を目指しま

す。 

また、職員自身の意見や提案が施設運営に反映されるような仕組みを取り入れ、職員個々の働

き甲斐につなげることで、職員が受動的にサービス品質の向上に寄与するよう努めます。 

 

（1）従業者の構成、職務（別紙のとおり） 

（2）研修等 

 ◇職員個々の支援能力向上のため、外部研修への参加、内部研修の充実を図り、支援力 

向上の機会を作り、生活支援員が積極的に研修に参加できるように努めます。 

・内部研修は、専門職、各委員会による研修年間計画を策定します。 

・お客様の疾病に関した外部の研修に積極的に参加し、支援力の向上、生活の質の向上 

 を目指します。 

 

 

3．安全管理 

 安全かつ適切に、質の高いサービスを提供するために、事故防止に努めます。 

（1）リスクマネジメント委員会を毎月 1回開催し、事故の再発防止に努めます。 



 

 23  
 

（2）事故発生後は、速やかにリスクマネジメント委員を中心とした事故カンファレンス 

を実施し、原因の究明や再発防止策を検討します。 

 

 

4.防火・防災管理 

 お客様に安心で安全な環境で生活していただくために、防火・防災管理を徹底します。 

（1）お客様参加型の防火・防災訓練を行ないます。 

（2）災害発生時は、大田区の障害福祉避難所として、その機能を果たすよう努めます。 
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Ⅱ．障害者支援施設 アミークス東糀谷 

（短期入所） 

 

1.運営方針 

短期間の入所を必要とするお客様に対し、できる限り在宅に近い環境の中で、ご家族様、

関係機関との連携を図りながらお客様の立場にたった支援を行ないます。 

また、お客様の意思を尊重した日中活動の実施や、地域において自立した生活が行なえ

るよう相談及び助言など、お客様の立場にたった支援をおこないます。 

 

〇地域共生社会の実現 

  ◇各管轄行政、各事業者との連携を強化し、安定した生活が提供できる仕組みを構築

し、地域での生活が継続できるように努めます。 

 ・地域のニーズを把握するために各管轄行政、区内事業者と定期的な情報交換を行ない、 

  短期入所の利用ニーズを把握し、利用につながるよう見学等を積極的に案内します。 

その中で地域での生活を継続する為に求められている役割を果たせるように努めます。 

 

〇サービス内容 

（1）最先端技術の導入 

 ◇介護ロボット導入による業務効率化を目指し、お客様への直接支援の質の強化、職員  

負担の軽減に努めます。 

・SCOP（ipad アプリによる記録システム）の導入により支援記録入力を効率化するこ  

とで、直接処遇時間の増加を図り、支援の質を強化します。 

・インカム（連絡ツール）を導入し、支援員同士の連携を強化することで、作業効率を

上げてお客様の生活をスムーズにサポートします。 

・移乗用のリフトを導入し、機械による移乗環境を確立することで、安全に配慮すると 

ともに、お客様と職員の負担の軽減に努めます。 

 

（2）生活の充実 

◇利用されるお客様個々の在宅生活に配慮し、お客様の個別性に対応した生活を支援し 

ます。 

・季節毎の行事に合わせてイベントを行ない、お客様の生活の充実を目指します。 

  イベント開催に際しては、お客様に役割をもって頂き、職員と一緒に活動して頂く機

会を作ります。 

 

（3）食事の充実 

 ◇お客様にとって楽しみのある食事であるために「美味しく、楽しく、健康に、食べる 

事は生きること。」を実践し、お客様の満足度の向上と食欲の増進を図ります。 

・調理アトラクトを毎月行ない、普段にはない食事、おやつを提供します。 

 ・ユニット内で炊飯を行い、炊き立てのご飯を提供します。 

・お客様がご自身で選択出来る機会を設け、バイキングや選択食を提供します。 

 

（4）権利擁護の徹底 

◇権利擁護委員会において、継続的な虐待防止、身体拘束廃止、苦情解決に努めます。 

・権利擁護委員会は、隔月 1回開催します。 

・虐待防止については、全職員対象で虐待セルフチェックシートを年 2回実施し、職員 

の意識向上に努めます。 

 ・身体拘束が必要となった場合は、法で定めた手順に従い、身体拘束の必要性を十分に 

検討した上で適切な対応を行ない、再度ご利用の際にも身体拘束解除についての検討
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を継続します。 

・委員会において、虐待・身体拘束に関する研修を実施し、虐待防止、身体拘束に対す 

る職員の知識向上に努めます。 

・苦情解決については、お客様やご家族様に感じたことを意見しやすいよう、定期的な 

話し合いの機会を提供し、安心して生活できるように努めます。 

 

（5）健康管理 

◇感染症に対する対策の基本である、1.感染源の排除 2.感染経路の遮断 3.宿主(人間) 

の抵抗の向上、これらを念頭におき感染症対策を講じます。 

・日々の健康管理においては、お客様の日々の体温・血圧測定や、体調の確認等を徹底  

 します。 

・感染症予防委員会は、隔月 1 回開催し、感染症の流行情報収集と予防対策に努めます。 

 ・委員会において感染症予防に関する研修を実施し、職員個々の知識の補強に努めます。 

 

（6）社会性の確保 

◇お客様個々に外出機会を提供し、地域との結びつきを重視した支援を行ない、生活の 

質の向上に努めます。 

・地域ボランティアの受け入れ、地域行事の防災訓練、盆踊り、祭事などへ参加し、積 

極的に地域との連携に努めます。 

 

2.組織管理 

お客様に質の高いサービスを提供するために、職員個々が自身の感じたことを提案できるよう職

場環境を整備し、職種を越えたコミュニケーションの活発化が図れる雰囲気の良い職場を目指しま

す。 

また、職員自身の意見や提案が施設運営に反映されるような仕組みを取り入れ、職員個々の働

き甲斐につなげることで、職員が受動的にサービス品質の向上に寄与するよう努めます。 

 

（1）従業者の構成、職務（別紙のとおり） 

（2）研修等 

 ◇職員個々の支援能力向上のため、外部研修への参加、内部研修の充実を図り、支援力 

向上の機会を作り、生活支援員が積極的に研修に参加できるように努めます。 

・内部研修は、専門職、各委員会による研修年間計画を策定します。 

・お客様の疾病に関した外部の研修に積極的に参加し、支援力の向上、生活の質の向上 

 を目指します。 

 

3．安全管理 

 安全かつ適切に、質の高いサービスを提供するために、事故防止に努めます。 

（1）リスクマネジメント委員会を毎月 1回開催し、事故の再発防止に努めます。 

（2）事故発生後は、速やかにリスクマネジメント委員を中心とした事故カンファレンス 

を実施し、原因の究明や再発防止策を検討します。 

 

4.防火・防災管理 

 お客様に安心で安全な環境で生活していただくために、防火・防災管理を徹底します。 

（1）お客様参加型の防火・防災訓練を行ないます。 

（2）災害発生時は、大田区の障害福祉避難所として、その機能を果たすよう努めます。 
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Ⅲ．障害者支援施設 アミークス東糀谷 

（生活介護・通所） 

 

1.運営方針 

個別支援計画書に基づき、お客様のニーズに合った支援を行います。お客様にとっては

在宅の生活が中心となるため、利用時間においては、日々の生活に活かせるような日中

活動やリハビリテーションを行ないます。 

また、ご自宅でできていることは可能な限り施設内でも行えるように支援します。支援

の内容については、ご家族様や行政担当者とも連携を図っていきます。そして、少しで

もご家族様の介護負担が軽減できるように努めます。 

 

〇地域共生社会の実現 

 ◇各管轄行政、各事業者との連携を強化し、安定した生活が提供できる仕組みを構築す

ることで、地域での生活が継続できるように努めます。 

 ・地域のニーズを把握するために各管轄行政、区内事業者と定期的な情報交換を行ない、 

  通所生活介護の利用ニーズを把握し、利用に繋がるよう見学等を積極的に案内します。 

その中で地域での生活を継続する為に求められている役割を果たせるように努めます。 

 ・生活介護を利用したいと思っていただけるような生産活動を行ない、施設でのイベン 

トに出店、販売するなど、やりがいにつながる活動を提案します。 

 

〇サービス内容 

（1）最先端技術の導入 

 ◇介護ロボット導入による業務効率化を目指し、お客様への直接支援の質の強化、職員 

負担の軽減に努めます。 

・SCOP（ipad アプリによる記録システム）の導入により、支援記録入力を効率化する 

 ことで直接処遇時間の増加を図り、支援の質を強化します。 

・インカム（連絡ツール）を導入し、支援員同士の連携を強化することで、作業効率を

上げてお客様の生活をスムーズにサポートします。 

・移乗用のリフトを導入し、機械による移乗環境を確立することで、安全に配慮すると 

ともに、お客様と職員の負担の軽減に努めます。 

 

（2）快適な入浴 

◇機能性を活かした入浴サービスの実施 

・個浴・リフト浴・チェアインバス・機械浴、お客様の身体状況に合わせて安全で快適  

 な入浴を提供します。 

・音楽や入浴剤を活用し、お客様がリラックスした状態で入浴ができる環境づくりを 

行ないます。 

 

（3）生活の充実 

◇お客様一人ひとりの障害を把握し、個別ケアを提供します。 

・お客様個々の疾病、年齢を考慮した上で、個別支援計画、1日のスケジュールを作成 

し、自立支援を前提として、生活の質の向上を目指した支援を実施します。 

・個別支援計画は、お客様とご家族様のニーズの把握に努め、お客様の支援について 

定期的な見直しを行ないます。 

・季節毎の行事に合わせてイベントを行ない、お客様の生活の充実を目指します。 

  イベント開催に際しては、お客様に役割をもって頂き、職員と一緒に活動して頂く機 

会を作ります。 

イベント開催はご家族様にご案内し、お客様とご家族との交流する機会を提供します。 
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・ユニット費を用い、お客様の個別性に合わせたサービスをユニットごとに提供します。 

   

（4）食事の充実 

 ◇お客様にとって楽しみのある食事であるために「美味しく、楽しく、健康に、食べ 

る事は生きること。」を実践し、お客様の満足度の向上と食欲の増進を図ります。 

・調理アトラクトを毎月行ない、普段にはない食事、おやつを提供します。 

・お客様がご自身で選択出来る機会を設け、バイキングや選択食を提供します。 

・お客様に対して嗜好調査を行ない、調査結果に基づいたメニューを提供します。 

 

（5）権利擁護の徹底 

◇権利擁護委員会において、継続的な虐待防止、身体拘束廃止、苦情解決に努めます。 

・権利擁護委員会は、隔月 1回開催します。 

・虐待防止については、全職員対象で虐待セルフチェックシートを年 2回実施し、職員 

の意識向上に努めます。 

 ・身体拘束が必要となった場合は、法で定めた手順に従い、身体拘束の必要性を十分に

検討した上で適切な対応を行ない、身体拘束解除についての検討を行ないます。 

・委員会において、虐待・身体拘束に関する研修を実施し、虐待防止、身体拘束に対す 

る職員の知識向上に努めます。 

・苦情解決については、お客様やご家族様に感じたことを意見しやすいよう、定期的な 

話し合いの機会を提供し、安心して生活できるように努めます。 

 

（6）健康管理 

◇感染症に対する対策の基本である、1.感染源の排除 2.感染経路の遮断 3.宿主(人間) 

の抵抗の向上、これらを念頭におき感染症対策を講じます。 

・日々の健康管理においては、お客様の日々の体温・血圧測定や体調の確認等を徹底し 

ます。 

・感染症予防委員会は、隔月 1回開催し、感染症の流行情収集と予防対策に努めます。 

 ・委員会において感染症予防に関する研修を実施し、職員個々の知識の補強に努めます。 

 

（7）社会性の確保 

◇お客様個々に外出機会を提供し、地域との結びつきを重視した支援を行ない、生活の 

質の向上に努めます。 

・地域ボランティアの受け入れ、地域行事の防災訓練、盆踊り、祭事などへ参加し、積 

極的に地域との連携に努めます。 

 

 

2．組織管理 

お客様に質の高いサービスを提供するために、職員個々が自身の感じたことを提案でき

るよう職場環境を整備し、職種を越えたコミュニケーションの活発化が図れる雰囲気の良

い職場を目指します。 

また、職員自身の意見や提案が施設運営に反映されるような仕組みを取り入れ、職員個々の働

き甲斐につなげることで、職員が受動的にサービス品質の向上に寄与するよう努めます。 

 

（1）従業者の構成、職務（別紙のとおり） 

（2）研修等 

 ◇職員個々の支援能力向上のため、外部研修への参加、内部研修の充実を図り、支援力 

向上の機会を作り、生活支援員が積極的に研修に参加できるように努めます。 

・内部研修は、専門職と各委員会による研修年間計画を策定します。 
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・お客様の疾病に関した外部の研修に積極的に参加し、支援力の向上、生活の質の向上 

 を目指します。 

 

 

3．安全管理 

  安全かつ適切に、質の高いサービスを提供するために、事故防止に努めます。 

（1）リスクマネジメント委員会を毎月 1回開催し、事故の再発防止に努めます。 

（2）事故発生後は、速やかにリスクマネジメント委員を中心とした事故カンファレンス   

を実施し、原因の究明や再発防止策を検討します。 

 

 

4．防火・防災管理 

お客様に安心で安全な環境で生活していただくために、防火・防災管理を徹底します。 

（1）お客様参加型の防火・防災訓練を行ないます。 

（2）災害発生時は、大田区の障害福祉避難所として、その機能を果たすよう努めます。
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Ⅳ．障害者支援施設 アミークス東糀谷 別紙 

（組織管理） 

 

 

Ⅰ．障害者支援施設 アミークス東糀谷 

（施設入所支援・生活介護） 

2.組織管理 

（1）従業者の構成、職務 ※カッコ内は兼任職員 

職種 職務 常勤 非常勤 

管 理 者 施設管理全般 1（1） 0 

サービス管理責任者 サービス管理 1（1） 0 

看護師 健康管理、医療行為 1 2 

管理栄養士 栄養・健康管理 1 0 

生活支援員 生活の支援 18 7 

リハビリ職 リハビリ 0 5 

 

 

Ⅱ．障害者支援施設 アミークス東糀谷 

（短期入所） 

2.組織管理 

（1）従業者の構成、職務※入所施設と併設型短期入所の為、職員は入所支援施設と同様 

職種 職務 常勤 非常勤 

管 理 者 施設管理全般 1（1） 0 

看護師 健康管理、医療行為 1 2 

管理栄養士 栄養・健康管理 1 0 

生活支援員 生活の支援 18 7 

 

 

Ⅲ．障害者支援施設 アミークス東糀谷 

（生活介護・通所） 

2.組織管理 

（1）従業者の構成、職務 ※カッコ内は兼任職員 

職種 職務 常勤 非常勤 

管 理 者 施設管理全般 1（1） 0 

サービス管理責任者 サービス管理 1（1） 0 

管理栄養士 栄養・健康管理 1 0 

生活支援員 生活の支援 2 1 

リハビリ職 リハビリ 0 5 
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第五章 特別養護老人ホーム バタフライヒル大森南 

 

Ⅰ．特別養護老人ホーム バタフライヒル大森南 

（指定介護老人福祉施設） 

 

1. 運営方針 

 

（１）  介護老人福祉施設として、お客様のそれまでの暮らしや環境を可能な限り継続

し、人や地域社会との繋がりを保ちながら、お客様やご家族様が思い描かれる夢

や理想を少しでも実現できるように支援します。 

（２）  個々のお客様を深く理解することで人間らしく生きることへの意欲を持ち続け

られるような環境づくり・支援を心がけ、お客様一人ひとりの個別性を大切にし

ます。 

（３）  適切なサービスの提供において必要な人的資源の確保に向け、離職の無い職場

環境の醸成、職員の資質向上、外国人技能実習制度の活用、介護現場の生産性の

向上を図ることでサービス品質を確保します。サービス提供を通し、お客様の生

活の安定及び充実ならびにご家族様の精神的・身体的負担の軽減を図ることを目

的とします。 

（４）  看取り介護を充実し、終の棲家という機能を果たしつつ、一方で介護サービス

を通じてお客様の在宅復帰を視野に入れることで、真に必要な方に必要なサービ

スを提供できる体制を構築します。 

 

2. 今年度の取り組み 

（１） 魅力的で働き甲斐のある職場環境の醸成 

 離職がない職場環境を目指し、高い品質のサービスが提供できる体制を構築します。 

 

・ビジョンと働き甲斐 

① 全職員が年度の目標を定め、進捗を目標管理シートで管理することで常に目標

を意識して仕事ができる環境を創造します。 

② 年度中・年度末の年 2回は定期面談を実施し、目標に対する進捗の確認と助言

を行うことで目標達成意欲を促します。 

③ 職員の育成や指導について、的確で細やかなものになるよう、毎月 1回、管理

者とユニットリーダーによるミーティングを開催します。 

④ 介護の魅力を発信する場への積極的な参加することで、それぞれの仕事につい

て誇りを持てるように促します。 

⑤ 健全な職場環境の維持に努め、ワークライフバランスが整った環境づくりの為

に各種休暇の積極的な取得や個別の事情に応じた働き方が選択できるよう整備

します。 

 

・気づきや提案、考えが形になる仕組み作り 

① 全職員が所属する委員会活動を通じて、それぞれの気づきや考えを形にできる

よう各委員会における年度目標や取り組みを委員会主導で提案することで、各

職員の主体性を促します。 

② 委員会からの提案や議題は全体会議や公的委員会において議論し、フィード

バックすることで各職員からの気づきや提案が形になるような体制を構築しま

す。 

③ 案件によっては各委員会同士が連動することによりシナジー効果を促すことで、

新たな取り組みが生まれやすい環境を創造します。 
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・職員の資質向上 

① 各職員の課題に合わせて、必須となる研修はもちろんのこと、自身が研修内容

を選択し、最低年 1回は主体的に受講できる仕組みを構築します。 

② 認知症に特化した研修を重点テーマとし、認知症介護基礎研修については未受

講者全員を目指し、修了者から認知症介護実践者研修を受講します。 

③ 各セクションにおいて先進的な取り組みを実施している他法人・他施設への施

設見学を積極的に実施することで、各職員が外部から学ぶ機会を確保します。 

④ 新入職員については、介護プリセプター制度を導入し教育することで新入職員

はもちろんのこと、既存職員が職員教育に関わる機会を増やし、職員全体の資

質向上に繋げていきます。 

 

   

(2) 介護サービスの充実 

 介護サービスの充実を図ることで介護老人福祉施設としての機能を果たします。 

 

・終の棲家としての機能 

① 住み慣れた場所で、安心して最後を迎えることができるよう、看取り検討時期、

看取り開始時期、看取り介護中、看取り介護終了後にご家族様を交えたカン

ファレンスを実施することで、本人並びにご家族様のニーズを吸い上げ、医

療・介護・家族が連携されたサービスに反映します。 

② 看取り介護サービスを提供する職員として内外部の研修を通じ、基本的な看取

り介護の考え方の習得や、死生観の醸成を促します。 

 

・お客様の暮らしの継続の支援 

① 介護老人福祉施設におけるお客様の生活が個性や独自性、生活スタイルに合わ

せ、今までの暮らしの継続となるようユニットケアの考え方の浸透に努めます。 

② 専門の委員会を設置し毎月 1回開催することで、個別ケアにおける具体的な取

り組みや啓蒙活動など、実現に向けて中心的な動きを担います。 

③ ユニットリーダーについては、ユニットリーダー研修を全員が受講することを

目指し、ユニットケアの普及啓発に努めます。 

④ 施設内にユニットケアのモデルユニットを指定し、様々な取り組みについての

実践例を作ることで、施設全体の取り組みに繋げていきます。 

⑤ 地域との共生を目指し、ボランティア等の地域資源の活用やイベントへの参加

を通して、お客様が社会の中で、地域の中で生きている実感を持っていただけ

るよう積極的に地域事業に参画します。 

 

・プロフェッショナル意識の醸成 

① 介護のエキスパートとして必要な技術の習得の為、全職員に振り返り OJTの場

を設けます。 

② 各ケア委員会による研修・勉強会を通じて介護のプロフェッショナルとして必

要な考え方の浸透や、知識の習得を目指します。 

③ 介護職員として一般常識はもちろんのこと、ふさわしいマナーや品格を身に付

ける為、接遇マナー研修に積極的に参加します。 

 

 

(3) 最先端技術の導入 
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・介護ロボット機器の導入 

① 本格的に介護ロボットを導入することで、介護職員負担軽減率を 25％削減する

ことを目指します。 

② 介護ロボットによるアウトカムの創出を活かし、科学的根拠に基づいた支援を

実践することで、お客様の QOLの向上に繋げます。 

③ 人材不足の中、介護ロボットにより現場の生産性を向上させることで、介護

サービスの質の維持・向上を目指します。 

 

・スマート介護士の育成 

① 導入した介護ロボット機器や先端テクノロジーを駆使して高効率な介護サービ

スを提供できる職員の育成を強化します。 

② 現場でのオペレーション構築の為に必要な知識・技術の習得、浸透の為、ス

マート介護士資格取得率 70％を目指します。 

 

 

(4) サービスを支える安定した財務基盤の確保 

 

・介護保険収入 

① 永続的にサービスを提供し、サービスの質を向上していくために必要な収入の

確保に努めます。その為に、年間入居目標稼働率 97.0％を目指します。 

② 介護老人福祉施設のサービスを必要とする多くの方、特に介護度４～５の重度

の方にサービスがいきわたるよう、質の高いサービスを通じて在宅復帰支援が

できる体制を構築し、平均介護度 4.0 を目指します。 

③ 病気や事故による入院を稼働率 1.5％未満に抑制することを目指します。その為

に、各職種におけるアセスメント能力の向上、リスクマネジメント能力の向上、

多職種協働による徹底した健康管理を図ります。 

 

・費用の抑制 

① 高騰する採用コスト抑制の為、離職がない職場環境を醸成することで離職率

10％未満を目指します。 

② サービス提供に係る費用を細分化し、一つ一つ見直しを図ることで、無駄を省

き適切な費用の計上を図ります。水道光熱費 10％、介護用品費 15％、消耗品費

10％の削減を目指します。 

③ 修繕費・新規物品購入コスト抑制の為、設備・備品について管理オペレーショ

ンを構築し、徹底した管理をします。 
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Ⅱ．ショートステイ バタフライヒル大森南 

（短期入所生活介護） 

 

１． 運営方針 

 

（１）  お客様が過ごしておられる、在宅での生活リズムや生活環境を可能な限り継続

し、お客様一人ひとりが有する能力に応じ、健康で自立した日常生活を営むこと

ができるよう支援します。 

（２）  施設利用時にしか味わえないお客様同士、地域の方々、職員との関わりを通し

て、生きがいや喜び、楽しさを感じてもらえるような活動を実施することで、利

用期間中も充実した生活ができるように支援していきます。また、その為に必要

な人的資源の確保に向けて離職の無い職場環境の醸成、職員の資質向上を図るこ

とでサービス品質の向上を図ります。 

（３）  介護のプロフェッショナルとして、サービスの利用を通じ在宅生活にアプロー

チすることで、お客様の生活の安定及び充実ならびにご家族様の精神的・身体的

負担の軽減を図ることを目的とします。 

 

 

２． 今年度の取り組み 

（１）   魅力的で働き甲斐のある職場環境の醸成 

離職がない職場環境を目指し、高い品質のサービスが提供できる体制を構築します。 

 

・ビジョンと働き甲斐 

① 全職員が年度の目標を定め、進捗を目標管理シートで管理することで、常に目標

を意識して仕事ができる環境を創造します。 

② 年度中・年度末の年 2回は定期面談を実施し、目標に対する進捗の確認と助言を

行うことで、目標達成意欲を促します。 

③ 職員の育成や指導について、的確で細やかなものになるよう、毎月 1回、管理者

とユニットリーダーによるミーティングを開催します。 

④ 介護の魅力を発信する場へ積極的に参加することで、それぞれの仕事について誇

りを持てるように促します。 

⑤ 健全な職場環境の維持に努め、ワークライフバランスが整った環境づくりの為に、

各種休暇の積極的な取得や個別の事情に応じた働き方が選択できるよう整備しま

す。 

 

・気づきや提案、考えが形になる仕組み作り 

① 全職員が所属する委員会活動を通じて、それぞれの気づきや考えを形にできる

よう各委員会における年度目標や取り組みを委員会主導で提案することで、各

職員の主体性を促します。 

② 委員会からの提案や議題は全体会議や公的委員会において議論し、フィード

バックすることで、各職員からの気づきや提案が形になるような体制を構築し

ます。 

③ 案件によっては、各委員会同士が連動することによりシナジー効果を促すこと

で、新たな取り組みが生まれやすい環境を創造します。 
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・職員の資質向上 

① 各職員の課題に合わせて、必須となる研修はもちろんのこと、自身が研修内容

を選択し、最低年 1回は主体的に受講できる仕組みを構築します。 

② 認知症に特化した研修を重点テーマとし、認知症介護基礎研修については未受

講者全員を目指し、修了者から認知症介護実践者研修を受講します。 

③ 各セクションにおいて先進的な取り組みを実施している他法人・他施設への施

設見学を積極的に実施することで、各職員が外部から学ぶ機会を確保します。 

④ 新入職員については、介護プリセプター制度を導入し教育することで新入職員

はもちろんのこと、既存職員が職員教育に関わる機会を増やし、職員全体の資

質向上に繋げていきます。 

 

 

（2） 在宅生活へのアプローチ 

  短期入所生活介護を利用することで在宅生活が豊かになるように支援します。 

 

・在宅生活の課題解決 

① 利用を通じ在宅生活での課題解決を図る為、家族・居宅介護支援専門員との連

携を強化します。利用中の課題や、課題に対する成功事例等を共有できるよう、

利用終了後の情報提供や施設としての助言を発信していき、連続する在宅と施

設での生活を繋ぎ合わせます。 

② お客様個々の「自立支援」の実現に向けて、利用中にアセスメントした内容を

自立支援シートを活用し、在宅での「自立支援」の継続を促します。 

③ 在宅介護における、特に主介護者に対して利用中のアセスメントを強化し、在

宅介護にアプローチできるよう支援内容など明確にしていきます。その為に、

可能な限り各利用におけるサービスの終了時には、職員と主介護者が直接コン

タクトを図れる環境を整備します。 

④ 短期入所生活介護の事業所として、在宅介護に携わる方々に向け、様々な介護

の技術や知識を普及する場を主体的に設定します。また、在宅生活における相

談窓口の設置も検討します。 

⑤ 余暇活動の充実を図ります。特に、利用後の在宅生活においても継続して実施

できるような余暇活動を考案し、家族と連携を図ります。 

⑥ 地域との共生を目指し、ボランティア等の地域資源の活用やイベントへの参加

を通して、お客様が社会の中で、地域の中で生きている実感を持っていただけ

るよう積極的に地域事業に参画します。 

 

 

(3) 最先端技術の導入 

  

・介護ロボット機器の導入 

① 本格的に介護ロボットを導入することで、介護職員負担軽減率を 25％削減する

ことを目指します。 

② 介護ロボットによるアウトカムの創出を活かし、科学的根拠に基づいた支援を

実践し在宅介護者へ共有することで、在宅生活の質の向上に繋げます。 

③ 人材不足の中、介護ロボットにより現場の生産性を向上させることで、介護

サービスの質の維持・向上を目指します。 
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・スマート介護士の育成 

① 導入した介護ロボット機器や先端テクノロジーを駆使して、高効率な介護サー

ビスを提供できる職員の育成を強化します。 

② 現場でのオペレーション構築の為に必要な知識・技術の習得、浸透の為、ス

マート介護士資格取得率 70％を目指します。 

 

 

(4) サービスを支える安定した財務基盤の確保 

 

・介護保険収入 

① 永続的にサービスを提供し、サービスの質を向上していくために必要な収入の

確保に努めます。その為に、年間目標稼働率 123.0％を目指します。 

② 出来る限り多くの申込に応えられるよう、生活相談員を中心に細やかな調整を

図ります。 

③ 入所空床ベッドの利用を促進する為、入所、短期入所の職員間での連携を図っ

たうえで、重度のお客様に対する介護力や認知症のお客様に対する対応能力な

ど、利用してみたいと思っていただけるサービスの提供を図っていくことで稼

働率の向上を目指します。 

④ 利用した方が、また利用したいと思っていただけるよう細かいニーズを集約し、

個別のリクエストプランを作成、実践することで、利用中の満足度を向上させ

次の利用に繋げていきます。 

 

・費用の抑制 

① 高騰する採用コスト抑制の為、離職がない職場環境を醸成することで離職率

10％未満を目指します。 

② サービス提供に係る費用を細分化し一つ一つ見直しを図ることで、無駄を省き

適切な費用の計上を図ります。水道光熱費 10％、介護用品費 15％、消耗品費

10％の削減を目指します。 

③ 修繕費・新規物品購入コスト抑制の為、設備・備品について管理オペレーショ

ンを構築し徹底した管理をします。 
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第 六 章  特別養護老人ホーム バタフライ ヒル細田 

 

 

Ⅰ．特別養護老人ホーム バタフライ ヒル細田 

（介護老人福祉施設） 

 

1.運営方針 

（１）施設の健全な環境の確保に努め、お客様・ご家族様にとって安心で安全な施設運

営を行います。 

（２）お客様が過ごしてこられた、これまでの暮らしや環境を可能な限り継続し、自由

でその人らしい自律した暮らしを提供します。 

（３）お客様一人ひとりの「できる事」を見つけ、それが発揮できるような場の提供や  

かかわりをしていきます。 

（４）地域の方々やご家族との結びつきも重視しながら、地域の一員として、地域に根

ざした総合的なサービス提供を行っていきます。 

 

2.バタフライヒル細田としての取り組み 

（１）お客様一人ひとりのニーズを把握し、個別ケアを提供します。 

 

①お客様それぞれの意向を引き出し、ご自身で「できる事」に着目したアセスメン

トを居室担当者中心に多職種協働で行います 

   ②アセスメントに基づき、サービス担当者会議を行い、居室担当者は２４時間シー

トを作成し、各専門職は計画書を作成します。 

   ③サービス担当者会議にはご家族やご本人もできる限り参加して頂き、意向を反映 

させた計画書を作成します。 

   ④職員の経験値からだけでなく、生活リズムや排泄パターンはテクノロジーを交え、

科学的なアセスメントやモニタリングを実施します。 

   ⑤ユニット MTG を月１回開催し、ケアの見直しを行い、ケアの統一を図ります。 

  

（２）生活に刺激を与える取り組みを定期的に行い、「できる事」を探します。 

 

   ①お客様個々の楽しみを実現していくクラブ活動やレクリエーションを実施します。 

    また、ボランティアを積極的に受け入れ、楽しみを提供致します。 

   ②ユニット費を用い、お客様の個別性に合わせたサービスをユニットごとに提供し 

ます。 

   ③日常生活の中で「できる事」を増やし、役割をもって生活して頂ける環境を提供

します。イベント開催時もお客様に役割をもって頂き、職員と一緒に活動して頂

く機会を作ります。 

   ④イベントや外出等の企画へご家族の参加を呼びかけ、お客様とご家族との交流す 

る機会を提供すると共に、ご家族と一緒に「できる事」を探します。 

 

（３）施設での看取りを希望されるお客様が「その方らしい」最期を迎えられるよう、他

職種で協働し、看取り介護を行います。 

 

① お客様本人やご家族様の意見を取り入れ、その方らしい最期を迎えていただけ

るよう、カンファレンスを開催し、他職種協働で取り組みます。 

② 看取り介護開始以前より、お客様やご家族がどのような最期を迎えたいのかを

日々のコミュニケーションやカンファレンスから把握できるよう努めます。 
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③ 職員を対象とした看取りの勉強会を開催し、看取り介護の方針の共有を行い、

職員が安心して看取り介護に取り組める体制を作ります。 

④ ご家族に看取り介護の理解を深めていただくため、カンファレンスや家族懇親

会において、施設の方針や取組みをお伝えします。 

 

（４）お客様のニーズに応じたサービス提供を実施するため、職員の成長と組織の発展 

の双方を目指す職場研修を実施します。職場研修を行うことで、職員がやりがい

を感じると同時に、キャリアアップの促進を目指します。 

 

①職員一人ひとりの研修ニーズを把握し、研修計画の作成を行います。 

   ②個人の研修ニーズに合わせた職場外研修に参加し、外部との交流を図ると共に、

新たな介護技術や知識の習得に努めます。 

   ③新任職員には、ＯＪＴ研修マニュアルに沿った研修を行い、ＯＪＴ研修担当者と 

共に評価を行います。一定のレベルに到達するまで、研修を継続します。 

   ④職員それぞれの目標や課題を明確化し、ＯＪＴを行います。日常の機会指導と意

図的・計画的指導に取り組めるよう、推進体制を整えます。 

   ⑤職員の研修ニーズに合わせ、職場内研修を実施します。 

   ⑥外部研修等の情報提供を積極的に行い、職員の自主的な自己啓発を支援します。 

 

（５）食事サービスの充実 

「美味しく、楽しく、健康に、食べる事は生きること。」ということを念頭に食事  

提供の仕組みを見直し、改善を図ります。自社給食の強みを活かし、要望に直ぐに  

答えられるようなサービスを提供致します。 

 

① 食事形態の幅を増やし、よりお客様の嚥下状態に合わせた食事を提供出来るよう

にします。また、嚥下障害がある方でも美味しく安全に召し上がれるような食事

の提供を行います。 

② ユニット内で炊飯を行い、炊き立てのご飯を提供します。また、お客様の要望に

沿えるよう、手作りの食事を多く提供します。 

③ 季節感を取り入れたメニュー選定、五感で感じられるような食事を提供し、食が

細くなり、食事量が低下してくる高齢者の方でも楽しめるような食事を提供して

いきます。 

④ お客様がご自身で選択出来る機会を多く設けられるよう、バイキングや選択食を

多く提供していきます。 

⑤ ご希望の方にお客様自身で得意な料理を調理して頂く機会を設け、コミュニケ

ーションの活性化を図ると共に、役割を持つことで意欲の向上を目指します。 

 

（６）認知症ケアの確立に向けて 

認知症を有している多くのお客様の為に、認知症の状態を正確に把握する事はもちろ

ん、お客様一人一人に合わせた、認知症ケアとなるように支援方法の充実を図ります。 

 

①最後まで諦めない人生を送って頂くため、認知症の進行が少しでも改善されるよ

うに個別支援を行います。 

②季節に合わせた外出や認知症のレベルに合わせた学習療法、有酸素運動等、認知

症に対する有効な支援を積極的に行っていきます。 

③季節を五感で感じて頂ける空間を作ります。 

④ユニットリーダーは認知症実践者研修、初任者は認知症基礎研修を受講し、認知

症への理解を深めると共に、支援方法の拡大につなげます。 
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（７）地域に根ざした施設作り 

積極的に地域行事に参加するとともに、地域に根ざした施設作りを目指します。 

 

①定期的な地域清掃を実施します。 

②地域行事（納涼祭、盆踊り等）に積極的に参加し、地域の方との交流を行います。 

③施設としても、地域の方が参加できる行事等を積極的に実施します。 

④地域の方のボランティアを積極的に受け入れます。 

   

（８）感染症対策・予防の徹底 

感染症に対する対策の基本である、①感染源の排除②感染経路の遮断③宿主（人間）

の抵抗力の向上、これらを念頭におき感染症対策を講じます。 

 

①感染症対策委員会を毎月開催し、感染症の予防を行います。。 

②感染症に関する研修を年 2回以上開催し、感染症対策についての知識の補強に努め 

ます。 

③感染症が発生した場合は、感染拡大を防ぐために迅速に委員会を開催し、対策の検

討を行います。 

 

（９）お客様の安全確保 

安全かつ適切に、質の高い介護サービスを提供するために事故防止に努めます。 

 

①事故発生後、カンファレンスを実施し事故原因の追求を行い、事故防止に努めます。 

②事故を未然に防ぐために必要な予備知識習得に努め、勉強会を実施します。 

③ヒヤリハット報告・事故報告の分析を行い、改善策の検討を実施します。 

④検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図ります。 

⑤ヒヤリハット報告の促進を行い、事故に至る前に改善策を検討します。 

 

（１０）各委員会が年間目標を設定し、その目標達成のために年間計画を立案・実施致し 

    ます。     

 

① 全職員が委員会に所属し、それぞれの委員会で指針に基づいた年間目標を設定

し、活動を行います。 

② 委員会目標は、お客様の QOL 向上を目指すものにし、施設全体で取り組んでま

いります。 

③ 毎月委員会を開催し、目標達成に向けてた取り組みだけではなく、身近な課題

解決にも取り組んでまいります。 
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Ⅱ．ショートステイ バタフライ ヒル細田 

（短期入所生活介護） 

 

1.運営方針 

（１）介護保険施設として、経営とサービスの質が調和され、お客様・ご家族様にとって  

安心で安全な施設運営を行います。 

（２）住み慣れた地域で自分らしく生活して頂くため、在宅生活を可能な限り継続出来る  

ように支援していきます。 

（３）「第２の家」を目指し、お客様個々のニーズに合わせたサービスが提供できる環境 

づくりを心がけ、お客様の個性を大切に致します。 

（４）地域の方々やご家族との結びつきも重視しながら、地域の一員として、関係する区  

市町村や居宅サービス提供者と密接な連携を図りながら、地域に根ざした総合的な   

サービス提供をします。 

 

2.バタフライヒル 細田としての取り組み 

（１）在宅ケアにフィードバックできるようなケアの確立 

認知症の周辺症状、ADL の状況等で、在宅介護が困難な方に対して、施設で専門的な

ケアを提供し、改善、工夫できる部分をご家族様とも共有し、継続した在宅ケアが

送れるように支援します。一連の流れを介護ドック（※）として、お客様にフィー

ドバックすることを目的とします。 

 ※「介護ドック」とは、お客様に対して在宅生活を継続して行えるような支援手引書を  

施設利用中に考察し、在宅ケアを行うご家族様をはじめとしたステークホルダーへフ 

ィードバックを行う取り組み。住み慣れた地域で、自分らしく生活する事を継続的に

行えるように支援していくための共通のビジョンとして、考察して参ります。 

 

① 初回利用時には必ず、担当職員がご自宅へ訪問してアセスメントを細部まで確

認し、ニーズを把握します。ご自宅の生活環境等も含めて、施設での短期入所生

活介護計画を立案致します。 

② 在宅の状況等をふまえた専門的なケアを提供し、集約された情報を基に、在宅

ケアではどのように支援・介助することがお客様にとってより良い支援になるの

か、フィードバックを行います。 

③ 施設での生活は、テクノロジーを使い科学的にアセスメントとモニタリングを

行い、ご家族や担当ケアマネジャーへフィードバック致します。 

 

（２）「第２の家」を目指し、お客様個々のニーズを実現して頂けるサービスの提供を行 

います。 

 

①お客様個々のショートステイに求めているニーズを把握し、そのニーズを実現で  

きるような選択が可能な環境を提供します。 

②現在の状態アセスメントだけでなく、その方が生きてきた人生を知り、その方に

合わせたサービス提供を心掛けます。 

③お客様の個別性に合わせたサービスを提供するため、余暇活動の充実を図ります。 

④在宅で生活をされるお客様がやりがいや生きがいを得るために、生涯学習につな

がるコンテンツを提供します。 

    

（３）お客様のニーズに応じたサービス提供を実施するため、職員の成長と組織の発展の 

双方を目指す職場研修を実施します。職場研修を行うことで、職員がやりがいを感

じると同時に、キャリアアップの促進を目指します。 
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①職員一人ひとりの研修ニーズを把握し、研修計画の作成を行います。 

   ②個人の研修ニーズに合わせた職場外研修に参加し、外部との交流を図ると共に、

新たな介護技術や知識の習得に努めます。 

   ③新任職員には、ＯＪＴ研修マニュアルに沿った研修を行い、ＯＪＴ研修担当者と 

共に評価を行います。一定のレベルに到達するまで、研修を継続します。 

   ④職員それぞれの目標や課題を明確化し、ＯＪＴを行います。日常の機会指導と意

図的・計画的指導に取り組めるよう、推進体制を整えます。 

   ⑤職員の研修ニーズに合わせ、職場内研修を実施します。 

   ⑥外部研修等の情報提供を積極的に行い、職員の自主的な自己啓発を支援します。 

 

（５）食事サービスの充実 

「美味しく、楽しく、健康に、食べる事は生きること。」ということを念頭に食事提   

供の仕組みを見直し、改善を図ります。自社給食の強みを活かし、要望に直ぐに答え   

られるようなサービスを提供致します。 

 

①食事形態の幅を増やし、よりお客様の嚥下状態に合わせた食事を提供出来るように

します。また、嚥下障害がある方でも美味しく安全に召し上がれるような食事の提

供を行います。 

②ユニット内で炊飯を行い、炊き立てのご飯を提供します。また、お客様の要望に沿

えるよう、手作りの食事を多く提供します。 

③季節感を取り入れたメニュー選定、五感で感じられるような食事を提供し、食が細

くなり、食事量が低下してくる高齢者の方でも楽しめるような食事を提供していき

ます。 

④お客様がご自身で選択出来る機会を多く設けられるよう、バイキングや選択食を多

く提供していきます。 

⑤ご希望の方にお客様自身で得意な料理を調理して頂く機会を設け、コミュニケーシ 

ョンの活性化を図ると共に、役割を持つことで意欲の向上を目指します。 

 

（６）認知症ケアの確立に向けて 

認知症を有している多くのお客様の為に、認知症の状態を正確に把握する事はもちろ

ん、お客様一人一人に合わせた、認知症ケアとなるように支援方法の充実を図ります。 

 

①最後まで諦めない人生を送って頂くため、認知症の進行が少しでも改善されるよう

に個別支援を行います。 

②季節に合わせた外出や認知症のレベルに合わせた学習療法、有酸素運動等、認知症

に対する有効な支援を積極的に行っていきます。 

③季節を五感で感じて頂ける空間を作ります。 

④ユニットリーダーは認知症実践者研修、初任者は認知症基礎研修を受講し、認知

症への理解を深めると共に、支援方法の拡大につなげます。 

 

（７）地域に根ざした施設作り 

積極的に地域行事に参加するとともに、地域に根ざした施設作りを目指します。 

 

①定期的な地域清掃を実施します。 

②地域行事（納涼祭、盆踊り等）に積極的に参加します。 

③施設としても、地域の方が参加できる行事等を積極的に実施します。 

④地域の方のボランティアを積極的に受け入れます。 
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（８）感染症対策・予防の徹底 

感染症に対する対策の基本である、①感染源の排除②感染経路の遮断③宿主（人間）

の抵抗力の向上、これらを念頭におき感染症対策を講じます。 

 

①感染症対策委員会を毎月開催し、感染症の予防を行います。。 

②感染症に関する研修を強化し、感染症対策についての知識の補強に努めます。 

③感染症が発生した場合は、感染拡大を防ぐために迅速に委員会を開催し、対策の検

討を行います。 

 

（９）お客様の安全確保 

安全かつ適切に質の高い介護サービスを提供するために事故防止に努めます。 

 

①事故発生後、カンファレンスを実施し事故原因の追求を行い、事故防止に努めます。 

②事故を未然に防ぐために必要な予備知識習得に努め、勉強会を実施します。 

③ヒヤリハット報告・事故報告の分析を行い、改善策の検討を実施します。 

④検討された改善策を実施するため、職員に対して周知徹底を図ります。 

⑤ヒヤリハット報告の促進を行い、事故に至る前に改善策を検討します。 

 

（１０）各委員会が年間目標を設定し、その目標達成のために年間計画を立案・実施致し 

    ます。     

 

④ 専門職員だけでなく介護職員も委員会に所属し、それぞれの委員会で指針に基

づいた年間目標を設定し、活動を行います。 

⑤ 委員会目標はお客様の QOL 向上を目指すものにし、施設全体で取り組んでまい

ります。 

⑥ 毎月委員会を開催し、目標達成に向けてた取り組みだけではなく、身近な課題

解決にも取り組んでまいります。 
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第 七 章 認知症対応型共同生活介護事業所 フラクタルビレッジ 

 

Ⅰ．フラクタルビレッジ 西六郷 

（認知症対応型共同生活介護） 

 

1.運営方針 

 

（1）指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活

が困難になった要介護状態のお客様に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下

で、心身の特性を踏まえ、お客様がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等

必要な援助を行います。 

 

（2）指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立

した生活が困難になった要支援状態のお客様に対して、家庭的な環境と地域住民との

交流の下で、心身の特性を踏まえ、お客様がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機

能訓練等必要な援助を行うことにより、お客様の心身機能の維持回復を図り、もって

お客様の生活機能の維持及び向上を目指します。 

 

 

2.フラクタルビレッジ西六郷としての取り組み 

 

（1）その人らしい生活の確立に向けて 

  一人ひとりのお客様のニーズを把握し、役割をもちながら生活ができるように支援し

ていきます。役割を持ち主体的に生活することで、認知症の進行を予防していきます。 

 

 ①できること・やりたいことを把握し、実践していきます   

  ・お客様のできること（できないこと）・やりたいこと、またご家族様の要望などを

アセスメントして、一人ひとりのお客様のニーズの把握を行います。 

  ・提供される生活ではなく、生活されているお客様一人ひとりが自ら役割を担い、生

活できるように支援します。 

  ・生活の中にどのような役割があるかを職員で検討し、お客様に合わせた役割を提供

できるようにします。 

     

 ②日常生活の更なる充実を目指します。 

  ・花や野菜をお客様と一緒に育てて季節を感じていただきます。また、育てた野菜は

食事で提供していきます。 

  ・季節を感じるイベントや伝統を体験できるイベントを適宜実施します。また、これ

らのイベントには家族様にも参加をお願いし、ご家族の交流の場としても利用して

頂けるように配慮します。 

  ・ご家族様にも施設内のイベントへ参加してもらえるように、イベントのお知らせを

行っていきます。また、遠方で面会に来れないご家族様へは、テレビ電話などを活

用して、お客様とご家族が画面を通してコミュニケーションが図れる仕組みを取り

入れていきます。 
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（2）地域の方々との交流を図る 

  可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを続けることを可能とするために、

社会とのつながりがもてるように支援していきます。 

 

 ①商店街の方と馴染みの関係を築いていきます。 

・近くの雑色商店街へ食材などの買い物に行くことで、商店街の方と馴染みの関係を

築き、お客様が職員やご家族様以外の方と関わりがもてるようにします。 

・買い物の際には、お客様に食材を選んでもらう・お金を払う・お釣りをもらうとい

う一連の動作を行ってもらい、生活の中でのリハビリを行っていきます。 

・日々の散歩なども商店街を散策するなど、日頃から商店街と関わる機会を多くもつ

ようにします。 

 

 ②地域が主催する様々な行事に積極的に参加し、地域の方々との交流を深めます。また、

近隣の小学校や保育園と交流を図れる企画を立案していきます。
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Ⅱ．フラクタルビレッジ 羽田 

（認知症対応型共同生活介護） 

 

1.運営方針 

 

（1）指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活

が困難になった要介護状態のお客様に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下

で、心身の特性を踏まえ、お客様がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等

必要な援助を行います。 

 

（2）指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立

した生活が困難になった要支援状態のお客様に対して、家庭的な環境と地域住民との

交流の下で、心身の特性を踏まえ、お客様がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機

能訓練等必要な援助を行うことにより、お客様の心身機能の維持回復を図り、もって

お客様の生活機能の維持及び向上を目指します。 

 

（3）認知症高齢者の専門施設として、認知症ケアの資格を有する者及び、認知症ケアの

講習修了者の配置を増員致します。また、最新の研究結果や先端技術を積極的に取り

入れた日常生活の設計やリハビリテーションを実施することで、認知症の進行抑制と

改善に努めます。 

 

2.フラクタルビレッジ羽田としての取り組み 

 

（1）認知症ケアの確立に向けて 

  一人ひとりのお客様の認知症状に合わせたケアを提供できる仕組みを構築します。ま

た、認知症についての最新の研究結果や先端技術を職員で学習し、ケアに取り入れてい

きます。 

 

 ①介護過程研究会を設置します 

・介護職員が中心となり、生活上の課題解決を目的とした介護過程研究会を設置しま

す。お客様一人ひとりの生活歴・身体能力等をアセスメントして、お客様に合わせ

た支援内容を検討し、一人ひとりが役割を持って生活ができるように支援します。 

・野菜等の栽培体験（園芸療法）を積極的に活用し、認知症の予防を図ります。 

 ・生活のリズムを整え睡眠時間を確保し、バランスの良い食事や乳酸菌飲料を提供す

つことで、認知症の改善や進行防止を目指します。 

   

 ②ケアプランと日常のケアを客観的に評価できる指標の導入と定着を目指します。 

・BPSD（認知症高齢者の行動・心理症状）を緩和・改善するためのメソッドを導入し  

ます。 

 

 ③日常生活の更なる充実を目指します。 

  ・お客様の夢を叶える企画として「夢プラン」を３ヵ月に１回実施致します。 

  ・１ヵ月に２回、おやつの際に１階と２階のお客様の交流を図ります。 

・植木の水やり、近隣への散歩や食材の買物を生活リハビリへと繋げます。 

  ・季節を感じるイベントや伝統を体験できるイベントを、適宜実施します。また、こ

れらのイベントには家族様にも参加をお願いし、ご家族の交流の場としても利用し
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て頂けるように配慮します。 

 

 

（2）社会参加を促し地域の方との交流を図る 

  可能な限り住み慣れた地域の中で、自分らしく生活ができるために社会参加を促し、

地域の一員として生活ができるように支援していきます。 

  

 ・２ヵ月に１回の施設周辺の清掃活動を通じて、地域に貢献致します。 

 ・地域が主催する盆踊りやお祭りなどの行事、シニアステーション羽田で行っているイ  

ベントに積極的に参加し、地域の方々との交流を深めます。 

 ・地域と共同で、火災事故や自然災害発生時における安全確保体制の構築を目指します。 

 ・運営推進会議を通して、施設での取り組みを広く紹介して参ります。また、行政・自

治会の方と連携を図り、認知症高齢者の方が安心して暮らせる街づくりの実現を目指しま

す。
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Ⅲ．フラクタルビレッジ大森南 

（認知症対応型共同生活介護） 

 

1.運営方針 

（1）指定認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立した生活

が困難になった要介護状態のお客様に対して、家庭的な環境と地域住民との交流の下

で、心身の特性を踏まえ、お客様がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練等

必要な援助を行います。 

 

（2）指定介護予防認知症対応型共同生活介護の提供にあたっては、認知症によって自立

した生活が困難になった要支援状態のお客様に対して、家庭的な環境と地域住民との

交流の下で、心身の特性を踏まえ、お客様がその有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、食事、入浴、排泄等の介護その他日常生活上の世話及び機

能訓練等必要な援助を行うことにより、お客様の心身機能の維持回復を図り、もって

お客様の生活機能の維持及び向上を目指します。 

 

（3）認知症高齢者の専門施設として、認知症ケアの資格を有する者及び、認知症ケアの

講習修了者の配置を増員致します。また、最新の研究結果や先端技術を積極的に取り

入れた日常生活の設計やリハビリテーションを実施することで、認知症の進行抑制と

改善に努めます。 

 

2.フラクタルビレッジ大森南としての取り組み 

 

（1）認知症ケアの確立に向けて 

  リ・アセスメント支援シートを活用して、お客様に合わせたケアが実践できる仕組み

の構築を行います。また、認知症の進行防止に向けての取り組みを実践していきます。 

   

 ①リ・アセスメント支援シートを導入し、ケアの向上を目指します 

  ・リ・アセスメント支援シートについて学び活用します。 

  ・リ・アセスメント支援シートからお客様のニーズを把握して、お客様に認知症の症

状に応じたケア内容を確認して、ケアプランへ反映をしていきます。 

 

 ②認知症状の緩和・予防についてのメソッドの導入 

  ・認知症に対する最新の研究やケアの方法などを学び、日々のケアの中で実践できる

取り組みがないか検討していきます。 

  ・検討した結果を踏まえ、お客様のケアへ実践できるように仕組みを構築していきす。 

 

 ③日常生活の充実を図る 

  ・月に 2 回以上はお客様と一緒に食事の献立を考え、買い物・調理を行い、生活機能

の維持・認知症の予防を行うことにより、自立した生活ができるように支援します。 

  ・ボランティア講師を招き、華道・茶道・絵画教室・手芸教室等の文化教室を開催し

ます。 

  ・ご家族様と過ごす時間を提供できるように、イベント等への参加を促していきます。

また、定期的に「おたより」を発行し、日々のお客様の様子をお知らせします。 

 

（2）社会参加を促し、地域の方との交流を図る 

  可能な限り住み慣れた地域の中で、自分らしく生活ができるために社会参加を促し、
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地域の一員として生活ができるように支援していきます。 

 ・地域が主催する認知症カフェ等に積極的に参加し、地域の方との交流を深めます。 

 ・近隣の小学校や保育園と交流が図れるように関係を構築します。 

 ・運営推進会議を通して、施設での取り組みを広く紹介して参ります。また、行政・自

治会の方と連携を図り、認知症高齢者の方が安心して暮らせる街づくりの実現を目指

します。 

  

（3）事故発生件数を減らすために事故予防対策の徹底を図る 

 ①ひやりはっとを活用できる仕組みを構築します 

事故を未然に防ぐことができるように、ひやりはっとを活用していきます。 

 ・ひやりはっと報告書の年間報告件数 1,000件を目標にします。 

・事故予防委員会において、毎月ひやりはっと報告書をお客様ごとに集計と分析を行い、

分析結果に基づき予防対策を検討し、対策を実施していきます。また、対策の実施状

況の確認や対策内容が適切であるか、確認を行います。 

 

②事故防止委員会の開催 

・定期的に事故防止委員会を開催し、事故件数の確認や事故後のカンファレンスでの対

策がお客様に適しているかを再度検討していきます。 

・事故の予防対策や事故後の対策が職員へ周知できているかを確認し、できていない場合

は、委員会のメンバーを中心に周知方法を見直していきます。
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第 八 章 ケアサポートセンター リンクス羽田 

（居宅介護支援事業所） 

 

1.運営方針 

 

事業所の介護支援専門員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて

その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、利用者の立場にたって援助を行います。 

事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき、適

切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供

されるよう中立公正な立場でサービスを調整します。また、関係区市町村、地域の保健・

医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

地域包括支援センター等から支援困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支

援を提供します。 

 

 

2.ケアサポートセンター リンクス羽田としての取組み 

 

（１）地域へのアプローチ及び関係機関との連携 

在籍する複数の主任介護支援専門員の知識や経験を活かし、地域の事業所も含めたケア

マネジメント技術の底上げを行うことで、地域のお客様や他事業所からも信頼され選ばれ

る事業所となるよう活動します。 

また、事業の運営にあたっては、保険者及び、地域包括支援センター、地域の介護サー

ビス事業所、医療機関との連携強化を図り、地域包括ケアシステムの構築に向けた体制作

りに寄与します。 

 

・近隣介護事業所及び介護支援専門員がともに質の向上をすることと、地域課題の共有

や発掘を目的に、主任介護支援専門員が研修会を年 1 回開催します。研修会が定着する

よう活動し、地域の介護支援専門員がケアマネジメント技術を磨く場にします。 

・各機関で開催される勉強会、主催する研修会などを積極的に活用してネットワークを

作ります。 

・多職種との連携で合理化を図るために、ICT を利用できるよう他事業所へ働きかけを

行い、サービスの向上、事務コスト削減を目指します。 

・病院との連携において入退院時には情報提供を行い、年間累積連携回数 35 回を目指し

ます。 

 

（２）事業所の質の向上 

要介護状態となった場合においても、そのお客様が可能な限り自宅で、個人の有する能

力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう支援を行うために、介護支援専門員

一人ひとりが学び、スキルアップすることで事業所全体の質の向上に努めます。 

  

・事業所内でケアプラン点検を年 4回実施します。 

 ・コンプライアンスに努め、事業所内での自主点検を年 2回実施します。  

 ・モバイル端末の活用等で作業時間を 30%削減し、リ・アセスメントシートの作成や個

別性のあるケアプランの作成に時間を活用します。 

 ・職員個人の目標設定を行い、定期的に達成状況を確認します。 

・地域資源の情報収集に努め、紙媒体だけでなく情報検索システム等の活用により幅広

く詳細に情報を取得することで、お客様の選択肢の拡充を図ります。 
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（３）法人の強みを最大限に活かします 

 他の介護サービス事業所を多く運営する法人の特色を活かし、総合的なサービスを提供

します。また、法人内事業所との連携において効率の良い手段を選択することで、業務を

合理化し、所内だけでなく法人全体が向上できるよう努めます。 

 

・法人内事業所と ICT を活用して情報共有を行い、スピーディーで確実性の高い対応を

行います。それによりお客様の満足度を向上させ、他法人との差別化を図ります。 

 

（４）やりがいと満足感を得られる職場環境の構築 

全職員が業務に主体的に取り組み、個々の考え方やワークライフバランスにも配慮する

ことで、介護支援専門員としてやりがいと満足感を得ながら働ける職場環境を構築します。 

 

・業務において主体的に提案や発言ができ、改善を図れるよう所内ミーティングを活用

します。 

・管理者との個別ミーティングを月 1 回実施し、常に意見や考えの吸い上げが行える環

境にします。 

・所内のコミュニケーションにも ICT を活用し、お互いに状況を把握する仕組みにする

ことで、個々でケースを抱える負担感を緩和します。 

・ICT活用により業務をスリム化し、休暇を取得しやすい環境を作ります。
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第 九 章  サンタフェ総合研究所 

(福祉事業者等への経営支援・社会福祉に関する研究調査・福祉人材育成に関する事業) 

 

 

１．事業運営の基本方針（基本理念・方針） 

私たち社会福祉法人善光会は、「業界の行く末を担う先導者になる」を理念の一つに

掲げ、これまで効率的介護サービス提供モデルの開発や先端的経営手法の導入を行って

まいりました。その中で蓄積された知見を業界に伝達していくことで、日本の社会保障

を支える福祉事業者等を支援いたします。 

「経営支援による事業所倒産の抑制」と「当法人の社会福祉事業および公益事業の継

続性担保」という、二つの目的の下で福祉事業者等の経営支援事業と社会福祉に関する

研究調査事業を継続してまいります。 

また、平成 30 年度より開始した福祉人材育成に関する事業を介護福祉業界に広く浸

透させ、加速度的に変化する介護福祉業界の環境に対応できる福祉人材を多く育成して

ゆくことで、業界全体における高品質なサービス提供と効率的なオペレーション実現を

目指します。 

 

２．事業内容 

（1）福祉事業者等への経営支援等事業 

（2）社会福祉に関する研究調査事業 

（3）福祉人材育成に関する事業 

 

３．今年度の事業方針 

 

（1）福祉事業者等への経営支援等事業及び社会福祉に関する研究調査事業 

◇介護アウトカム・介護サービス生産性向上プラットフォームの開発と普及 

これまでのスマート介護プラットフォームの機能拡充・改善に加えて、システムの普及

活動を実施し福祉事業者等への経営支援を行います。 

また、測定した「介護アウトカム」を、効果あるサービスとして有効活用するために研

究調査をいたします。 

 

①介護記録・施設内情報共有アプリケーション「SCOP Home」のサービスイン 

②介護記録を音声入力するアプリケーション「SCOP Voice」のサービスイン 

③スマート介護プラットフォームへの AI実装 

④これまで開発してきた介護アウトカム測定フレームワーク及びスコアリングスケール

の社会的コンセンサスの構築 

 

（2）福祉人材育成に関する事業 

◇次世代介護士育成プログラムの普及 

スマート介護士資格について、年２回に試験実施をする初級・中級プログラムと、昨年

度に構築した上級プログラム及び入門プログラムを介護業界へ普及させていきます。 

具体的には、自治体や業界団体および全国の介護事業者や福祉系専門学校と試験の実施、

並びに情報発信についての協力体制を構築することで、スマート介護士の業界浸透を図り

ます。 

 

 

社会福祉法人 善光会 令和２年度事業計画  以上 


